
超越論的演緯◇の:証明構:造
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Transzendentale Synthesis :: Eine Untersuchung zur
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　　　　　　ト　　　　　つ　　Shinobu SUMI　　　　　　　　　　　十＼

　カン･ﾄはlで純粋理性の批判』を改訂するに際して，カテゴリー=の超越論的演縄の箇所を全面的に

書き改めた。新たに書き起こされた超越論的演樺ぱに周知のように√第15節から第21節にかけての

前半部と，第22節から弟27節にいたる後半部，この二つの部分に大きく分かたれでいるよ『純粋理

性の批判』第二版において超越論的演鐸がどうしてこのような構成を持たざるを得なくなったのか，

前後二つの部分は一体どのような関係にあるのか，この点をめぐっては，従来さまざまな解釈が出

され，さまざまに論議が闘わされてきた。小論の意図は，この超越論的演鐸の構成に関する問題に

対して一つの回答を与えることにある。以下で試みられるのは√超越論的演縄め構造を「超越論的

機能」あるいは「超越論的総合」の概念に依拠して解明することﾉである。超越論的演鐸の構造を明

かにするためには，「超越論的総合」を中心に据えなければなニらないという,しその必然性は，以下

で試みられる解釈そのものを通じて実証されるであろう。:　　　　　　犬　　‥十

　1969年ヘンリッピが発表した論文，「カンドの超越論的演鐸の証明構造」は，第二版の演鐸の「二

段階」構成め問題を，これまでとは異なる視点から解決する試みとして大きな反響を呼んだ。演縄

の証明構造に関する論議が近ごろみられるような活況を呈するに至ったのも，一つにはこの論文の

与えた刺衝によるところが大きい。今日，カントの超越論的演棒について論ずる者にとって，ヘン

リッヒがこの論文で提出した解釈は，演鐸の構造を従来とは別の角度から見直すことを迫る視点の

新しさという点において，また以後の演鐸の解釈に及ぼした影響の大きさという点において，これ

を避けて通ることができないといって過言ではない。以下で試みようとする超越論的演鐸の解釈お

いても，ヘンリッヒの示した見解を検討し，これを批判することは，不可避の課題となるであろう。

　第二版の演鐸の証明構造を明かにするためには，カントが実際に演祥の中で辿った道筋をつぶさ

に辿り直してみることが,つまず必要である。証明の行程を跡づけなければ，「証明の構造」もはっ

きりとは浮かび上がっ七は来ないであろう。しか七，第二版の超越論的演祥を理解するに当たって

ば，第一版における演綴を顧みることが不可欠である。その必要性も，以下の解釈そのものを通じ

て明瞭になるであろう。演縄に関する最近の解釈は，ほとんど第二版の演縄に集中しているかの観

があるが，第一版の演鐸の構成についでの充分な理解がな,ければ，第二版の演棒の構造に関する論

議は不徹底たることを免れない，といわなければならない6そこでまず，第２版の超越論的演鐸に

おいてカントがどのような考え方を示しているか，その点から見て行くこどにしたい。　　　　‥
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　第一版の超越論的演祥の構成を理解にあたって，まず考慮に入れておかな=ければなちない事柄が

ある。それは，カントが認識の能力，源泉に三つを挙げているこどである⊇「純粋悟性概念の演鐸」

第二節および第三節，いわゆる「超越論的演鐸」に入る前,ご超越論的演鐸への移行レの終わりダ）

ところで，カントはレ「多様」(Mannigfaltiges)レ「総合」(Synthesis),「÷性」(Einheit)という，

認識を構成する三つの契機を明確に区別し，各々に独自の能力を配当する。　‥‥‥‥‥‥　　‥

　　「一切の経験の可能性の条件を含み，それ自身は心り宍他の能力からは導出され得ないような根

　源的源泉（魂の能性あるいは能力）が三つある。すなわぢ，感官，想像力および統覚である。‥こ

　れに基づいて，１）:感官によゐアプリオリな多様の共観√幻想像力によるこの多様め総合，最

後に３）∧根源的統覚によるこの総合の十性があるふ」（A94）　　　　　　‥‥‥‥　‥‥ニ

感官により多様が与えられ，想像力によってごの多様が総合され,犬統覚によ｡つてこの総合に一性

が付与される。七かしごのような三分法は，認識能力には感性と悟性との二つしかないという，「純

粋理性批判」の他の箇所におけるカントの言葉と背馳しないであろうか。　¨　　　　／　　つつ

　　「人間の認識には，一つの共通の根に発源するのかも知れないかにしかしその根はわれわれに

∇は知られていない，二つの幹がある。すなわち感性と悟性とである。∇感性によってわ＼れわれに対

　象が与えられるが，しかしその対象は悟性によって考えられる。」(B29)こ　　＼　△

　感性と悟性とは，われわれの認識の二づの「幹」(Stamme)とされ乱しかしそめブT幹ノトはわ

れわれの表象の「根本源泉レ(Grundquellen)と見なされる。ト　　　　　　　　　　　十

「われわれの認識は心の二つの根本源泉に発源する。そのうぢの第一の源泉は表象を受け取る

　ものであり（印象の受容性），第二は，これらの表象によって対象を認識する=能力（概念の自発性）

　である。第一の源泉によつ七われわれに対象が与えられ，第二の源泉によってこの対象が「心の

　単なる規定としての卜かの表象との関係において考えられる。」（B74）‥　‥‥‥‥‥‥‥

　カントは別の箇所でも，認識の源泉としては「感性」と「悟性」の他にはな卜，と言明し七いる。（2）

認識能力における感性と悟性との「超越論的区別」（B 61, B 327)は，「純粋理性の批判」全体を

支える基本的前提をなす。ところが，その「純粋理性の批判」の核心ともいうべき「純粋悟性概念

の超越論的演鐸」の遂行に際しては，「感官」(Sinn)と「j想像力」（Ｅ岫ildungskraft)と「統覚」

(Apperzeption)という三つの源泉があらかじめ提示されているのであるよ二の二分法と三分法と

の関係はどのように理解したらよいであろうか。　　＝∇　　　　　　　　　／　　　犬　　　＝

　この問題は，認識能力を「感性」(Sinnlichkeit)と「悟性」てVerstand卜とに分かつ視点に立っ

たとき,三分法図式の中で感官と統覚とめ中間の位置を占める想像力をどのように捉えたら,よいか，

という問題に帰着するであろう。想像力という能力は感性なのか，そ:れとも悟性なのか。これに対

七ては，さしあたり，想像力は基本的には感性に属する，と答えなければならないであろう６

て諸表象を受け取る心の受容性を，感性

産み出す能力，すなわち認識の自発性は，

｢われわれは，何らかの仕方で触発かれる限りにおいて諸表象を受

「感性的」(sinnlich)と「悟性的」(intellektuell)という二つの語は，カントにおいては,犬ひろく

と名づけたいと思う。これに対七て，諸表象そのものを

悟性である。」(B75)　　　　　一一
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人間の能力一般における,「受動的」(passiv, leidend)と「能動的」(tatig)との対立を表す。すな

わち，ある能力の感性的性格とは，その「受容性」(Empfanglilchkeit, Rezeptivitat)に存し，悟性

的性格とは，その「自発性」(Selbsttatigkeit, Spontaneitat)に存するわけである。（3）ところで，人

間の心(Gemut)もしくは「魂」(Seek)の能力には三種ある。「認識能力」，「快，不快の感情」お

よび「欲求能力」の三つである。（4）したがって，「感性的」と「悟性的」との間の対立は，こうし

た能力すべてについて言うことができる。（5）「認識能力」(Erkenntnisvermogen)における感性的性

格，つまり受動性は，対象に触発されるこどによって表象を受け取る受容性の能力であり，これが

カンドが「感性」(Sinnlichkeit)と呼ぶものに他ならない。これに対して悟性的性格，つまり能動

性の方は，表象をみずから産み出す自発注の能力であり，これが「悟性」(Verstand)と呼ばれる。

さて，いかなる認識も，対象の認識としては，対象の直接的，個別的表象たる「直観」(Anschauung)

に関係せざるを得ない。ところが直観は，われわれにあっては，「感性的」でしかありえない。（6）

われわれは，「悟性的直観」(intellektuelleAnschauung)に与ることはできず，直観はつねに，主

観が触発されることを通じて提供される他ないのである。したがって，認識における自発性として

の悟性は，われわれの場合，直観することはできない。「悟性は直観の能力ではない。」（B92）わ

れわれの悟性は「直観する悟性」(anschauender Verstand)ではないのである。ところで，直観以

外の認識の仕方としては「概念」(Begriff)によるものしかない。それゆえに，われわれ人間の悟

性は，「概念による認識の能力」，すなわち「思惟の能力」である。認識における自発性としての悟

性は，「概念の自発注」(B74),「思惟の自発性」（B93）に他ならないのである。

　われわれ人間の認識能力においては，直観をもたらし得るのは感性であり，悟性は，この「感性

的直観」を通じて与えられた対象を，概念によって思惟する能力である。では想像力という表象能

力は，感性と悟性のいずれに属するであろうか。カントは，想像力を悟性にではなく，感性に数え

る。

　「認識能力における感性（直観における表象の能力）

愈兪ゐとである。j（Ⅶ153戸）

は二つの部分を含む。すなわち，感官と

　カントによれば，感性は感官と想像力との二つの能力を含む。なぜ想像力は感性に数えられるの

か。想像力が「直観」の能力だからである。

　　「想像力とは，対象が現前していなくとも，それを直観において表象する能力である。」(B151)

　表象能力としての想像力は，対象を「直観において」表象する能カレつまり「直観的表象」

(anschauliche Vorstellung)の能力である。

　　「感官は対象の現前における直観の能力である。想像力は対象が現前していなくても直観し得

　る能力である。」（Ⅶ153）（8に　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　｀

　感官による直観は，対象の現実的「現前」(Gegenwart)を前提する。それに対して想像力は，

たとえ対象が現前していなくても，これを直観の形で表象することができる。その意味で，想像力

による直観的表象は，われわれ自身から自発的に産み出された表象であるということができる。し

かしながら√「われわれの本性のしからしむるところにより，直観は感性的以外のものでは決して

あり得ない」（B75）それゆえに，想像力は，「直観における表象の能力」としては，感性の形式に

拘束されており，その限り，感官と共に感性に数え入れざるを得ないのである。

　認識能力としての感性は，感官と想像力という二つの能力を含む。これは，感官と想像力とが，

一方から他方を「導出」することのできないような「根源的源泉」‘であり，想像力は感官と並ぶ「一
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つの根本力」(eine Grundkraft)として認めなければならないことを意味する。カントは一般に，「唯

一の根本力」なるものを想定して，さまざまな力をそこからアプリオリに説明しようとする行き方

を退ける。多数の原理を少数の原理に還元するということは，もちろん理性の正当な要求ではある。

しかし，

　　「理性は根本力をアプリオリに案出することはできないし，またしてはならない。‥･根本力は，

　ある原因のある作用に対する関係による以外には知り得ない。それゆえに作用から取り出されて

　おり，かつまさにこの関係を表現する概念しか与えることはできないし，それ以外の名称を見つ

　けることもできない。」（Ⅷ180）

　そのことは，人間の「魂」の能力，力にういても同様である。魂の三種の力は√ヴォルフのいう

唯一の「表象力」（ｖisrepraesentativa)から導出することはできない。（9）認識能力においても，思

惟する能力としての悟性と，直観する能力としての感性とを，唯一の根源的な力から導出すること

は不可能である。(10)のみならず，われわれは感性に対してすらすでに二つの根本九すなわち「感

官」と「想像力」とを認めざるを得ないのである。というのも，

　　「人間における想像(Einbildung)は，心の他の作用と同じものとは認められぬような作用で

　ある。それゆえ,＼それに関係する力は，（根本力としての）想像力という以外に名づけようがない」

　(1180 Anm.)

からである。（11）

　以上のことから，感性と悟性という二分法と，感官，想像力，統覚という三分法とは，別に矛盾

しないことが分かる。認識能力を直観の能力たる感性と思惟の能力たる悟性とに分かつ場合，想像

力は，感性に編入せざるを得ない。しかしそれは，想像力という能力の独自性と根源性を損なうも

のではないのである。想像力は，感官と異なり，単に「感性的ﾑ」な能力には尽くされぬ側面，つま

り能動的側面をもつ。想像力が感官と統覚との中間の位置を占めるということは，一面において受

容的であると同時に他面において自発的であるという,想像力のこの二面性を反映したものである。

この二面性はしかし，本来，超越論的演鐸の行程を辿ることにおいて初めて解明されるべき事柄な

のである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　カントが超越論的演鐸において論究するのは，アプリオリな概念の「客観的妥当性」「ob」ektive

Gilltigkeit)の問題，つまりアプリオリな概念の「客観への関係」「Beziehung auf ein ob」ekt) (B79,

83, 87, 194)の可能性の問題である。「超越論的演鐸」とは，「概念がいかにして対象にアプリオ

リに関係し得るか，その仕方の説明」(B117)に他ならない。超越論的演縄が開始される「純粋悟

性概念の演鐸」第二節は，「経験の可能性のためのアプリオリな諸根拠について」という表題をもつ。

純粋悟性概念の演縄は「経験の可能性のためのアプリオリな諸根拠」(Grunde a priori zur Ｍ沁

lichkeit der Erfahrung)の探求として，一種の「経験の分析」（Ⅳ300）という形で遂行されるので

ある。いかにしてアプリオリな概念が可能か，という問いは，「いかにして経験は可能か」てWie

ist Erfahrung moglich?），という問いに変えられる。（1）この間の事情はすでに「超越論的演祥への

移行」のところで説明されているが(B125f.),カントは演鐸の開始にあたってもう一度，アプリ

オリな概念は経験の可能性のアプリオリな条件として認識されねばならない，という超越論的演鐸
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の「原理」(.B126)を確認する。

　ある概念がアプリオリに対象に関係するとされながら，それが「可能的経験の概念にも属さない

し，また可能的経験の要素からも成っていない」というようなことは，「まったく矛盾しており，

不可能である。」(A95戸）というめは，「それにょってわれわれに対象が与えられ得る直観¬一般は，

可能的経験の領野，あるいは可能的経験の対象総体をなす。」（A95）それゆえに，可能的経験への

関係を欠くようなアプリオリな概念は，それに対応する直観をもたず，したがって「内容」(Inhalt)

を持たぬことになるであろうからである。（3）そうした概念は，「概念のための論理的形式」(logische

Form zu einem Ｂｅｇriff），（4）「思惟の形式」（Ｆｏrmdes Denkens) ではあろうが，「或るものがそれに

よって思惟されるような概念」ではない。いかなる概念といえども，その客観的事象性は経験にお

いてのみ示される。（5）したがって，「純粋なアプリオリな概念」があるとすれば，そのような概念

は，もちろんempirischなもめをいささかも含まないとはいえ，にもかかわらず「可能的経験の純

粋なアプリオリな条件」（A95）でなければならない。

　　「それゆえに，純粋悟性概念がいかにして可能であるかを知ろうと思うなら，経験の可能性が

　それに依り，たとえ現象のempirischなものをすべて捨象してもその根底に存する，アプリオリ

　な条件がどのようなものであるかを探査しなければならない。」(A95f.)

　純粋悟性概念は，経験の可能性のアプリオリな条件として，しかも経験の対象の思惟の条件とし

て示されるべきである。㈲純粋悟性概念が「あらゆる経験に際してアプリオリに純粋思惟を含む

概念」（A96）であること，したがって「可能的経験における思惟の条件」(Alll)である，とい

うことを示せば，カテゴリーの「客観的演鐸」（ＡＸＶＩＩ）には充分であろう。というのも，「カテ

ゴリーを介してのみ一つの対象が思惟され得るというこ上と」, (dali vermittelst ihrer くsc.

Kategorien〉allein ein Gegenstand gedacht werden kann) (A96fうトこの「こと」（ＤａＢ）を証明し得

るなち，これはすでにカテゴリーの客観的妥当性の充分な正当化となるからである。しかしながら，

カテゴリーが「empirischな認識」である経験の対象の思惟を可能ならしめる，というとき，そこ

には，単なる「思惟する能力」としての悟性以外のものが関与しているはずである。そのため，「客

観に関係すぺき認識の能力」(A97戸）とみなされる限りでの悟性に関しては，純粋悟性概念がい

かにしてempirischなものへの関係において客観的妥当性をもち得るのか，すなわち，まさしく「純

粋なアプリオリな認識」たり得るか，そうした「関係の可能性」の根拠を解明する必要が生じて来

る。これは，「悟性それ白身をその可能性に関して，悟性そのものが基づく認識諸力に関して，し

たがって主観的観点において考察する」（ＡＸＶｌｆ.）「主観的演鐸」（ＡＸＶＩＩ）の役目である。認識

能力としての悟性の「能力の究明」(Ergriindung des ｖｅrｍ卯ｅｎｓ）（ＡＸＶＩ）のためには，「経験の

可能性のためのアプリオリな基礎をなす主観的源泉を, empirischな性状についてでなく，超越論

的性状についてまず考量しなければならない。」（A97）このような「究明」を通じてはじめて，「い

かにして」（Ｗｉｅ）カテゴリーを介して経験が可能になるかが解明脊れるのである。「経験の可能性

のためのアプリオリな基礎をなす主観的源泉」とは，すでに見た通り，「感官」，「想像力」および「統

覚」の三つである。超越論的演鐸の中でとくに「超越論的性状」が論究されるのは，後の二つ，つ

まり想像力と統覚である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　　　・　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　－　　　　　．　　　　　　　　　　　　・

　　経験の可能性のアプリオリな諸根拠の探求とは，「経験の可能性のためのアプリオリな基礎をな

す主観的源泉」の探求である6こうしたアプリオリな，超越論的な要素の究明にあたって手がかり
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　を与えるのは，経験の「empirischな要素」(A 124)をなす「三重の総合」(dreifache Synthesis)

　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　一般に認識は，「比較され連結された諸表象のなす一つの全体」(ein Ganzes verglichenerund

　verknupfterVorstellungen卜（A97）とみなされる。多くの表象からなる一つの全体としての認識が

　成立するためには，まず感官によって多様な表象が「呈示」(darbieten)されなければならない。

　直観におけるこの多様性の呈示を，カントは「共観」(Synopsis) (A94, A97)と名づける。しか

　し直観における多様が一つの全体をなすためには，受動的なはたらきである共観に，能動的なはた

　らきとしての「総合」(Synthesis)が「対応」(korrespondieren)していなければならない。「受容

性は自発性と結合してのみ認識を可能ならしめる」（A97）のである。この自発性は，「あらゆる認

　識において必然的な仕方で現れて来る三重の総合の根拠をなす。」（A97）三重の総合とは，「心の

‘変様としてめ表象の，直観における把捉，これらの表象の，想像における再生，それらの表象の，

　概念における再認」（A97）の三つである。

　　　「ところでこれらは，悟性すら可能ならしめ，この悟性を通じて，悟性のempirischな産物た

　　るすべての経験を可能ならしめるような，三つの主観的認識源泉に導く手引を与える。」(A97f.)

　　三重の総合が超越論的演鐸の中でもう意味は，ここに明かである。「三つの主観的認識源泉」(drei

　subjectiveErkenntnifiquellen)とは，演縄第二節に入る前に示された「すべての経験の可能性の条

　件を含む三つの根源的源泉」(A94),また演縄第三節の冒頭で再び示されることになる，「経験一

　般がそこにもとづく三つの主観的認識源泉」(A 115),すなわち感官，想像力，統覚以外のもので

　はあり得ない。三重の総合は，総合としては自発性にもとづいている。それゆえに，三重の総合が

　感官を含めた三つの主観的源泉をそのまま反映しているとは言えないであろう。しかし，三重の総

　合が受容性の能力としての感官に「つねに対応している」（A97）限り，それは認識能力としての

　悟性の根底に存する「悟性の要素」(Elemente des Verstandes) （A98）に導く「手引を与え」てく

　れるのである。超越論的演縄においては，これら三つの主観的認識源泉の「超越的性状」（A97）

　もしくは「超越論的使用」（A94）が問題とされるわけであるが，その場合中心となるのは，先に

　触れたように，そのうちの想像力と統覚である。というのも，「感官に関する超越論的使用につい

　ては先の第一部で論じた」(A94f.)とされるからである。

　　カントは「直観における把捉の総合」について論ずる前に，以後演縄の展開に際して終始その根

　底におかれねばならない「一般的注意」として，次のように述べる。われわれの表象は，その由来

　が内か外かを問わず，また発生がアプリオリであるかアポステリオリであるかにかかわりなく，「心

　の変様」(Modifikationen des Gmflts卜）としてはいずれも内感に属する。「そのようなものとして，

　われわれの全ての認識は，結局，内感の形式つまり時に従属しており，この時の内において，それ

　らはことごとく秩序づけられ，連結され，関係の内にもたらされねばならない。」（A99）このこと

　は，カント白身が注意を喚起している点から分かるように，きわめて重要である。カントに従えば，

　認識は一般に与えられた多様の総合統一に存する。ところでわれわれの感性にあっては，与えられ

　得る限りでのすべての直観の多様は，内感の形式としての時に従属する。（2）それゆえに，われわ

　れにとって，与えられた多様のすべての総合は時という形式的条件の下で遂行されねばならず，し

　たがってその総合の統一も，時の内における統一という仕方で成就されざるを得ない。（3）しかし

　このことは，われわれ人間の有限な認識は根本において「時の統一」という形式を持つ，というこ

　とを意味するであろう。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四

　「直観」とは，多様を「それ自身の内に含む」（in sich enthalten)ような「個別的表象」(einzelne

Vorstellung)のことであり，その点で，多様を「それ自身の下に含む」(unter sich enthalten)よ

うな「一般的表象」(allgemeine Vorstellung) である「概念」から区別される。（1）超越論的感性論

においてカントは，われわれにあって直観はすべて「受容性」(Rezeptivitat)としての感性にもと

づくこと，したがって「われわれの直観の仕方」(unsere Art der Anschauung)は感性的でしかあ

り得ないということ，つまり「われわれの直観の感性的性格」(Sinnlichkeit unserer Anschauung)

(B51,Ⅳ474 Anm.）を示した。感性は単に，対象によってわれわれが触発される仕方のみを含む。

（2）われわれにとって「すべての直観は触発にもとづく」（B93）のである。しかしカントは，超

越論的論理学，超越論的演鐸の中で，「直観」が成立するためには，感性の形式のみならず総合の

はたらきも必要であることを明かにする。そのはたらきは「直観における把捉の総合」(Synthesis

der Apprehension in der Anschauung)といわれる。「把捉」は本来，多様の，「想像力の総合への

取入れ」(Aufnahme in die Synthesis der Einbildungskraft) (B 235戸）として想像力のはたらきで

あり，想像力の「能動的能力」の発揮に他ならないが，演鐸第二節, Nr. 1においては，カントは

そのことを明言していない。

　　「いかなる直観もそれ自身の内に多様を含む。しかしこの多様は，もし心が時を印象の継起に

　おいて区別するのでないとしたら，多様としては表象されないであろう。というのも，一つの瞬

　間の内に含まれたものとしては，いかなる表象も絶対的一性以外の何ものでもあり得ないからで

　ある。」（A99）

　直観とはそれ自身の内に多様を含むような表象である。しかし直観の内に「含まれる」とされる

多様が多様として表象されるのは，どのようにして，どのような形においてであろうか。多様が多

様として表象されるのは，心が「時を諸々の印象の継起において区別する」(die Zeit in der Folge

der Eindriicke auf einander unterscheiden)という仕方でなされる，とカントは言う。これは一体

どういうことか。把捉の総合について論ずる前にカントが指摘したように，われわれの感性的直観

はすべて内的直観の形式としての時の下に立つ。「時はすべての現象一般のアプリオリな条件であ

る。」（B50）したがって感性的直観において与えられる多様は，時の内において多様として表象さ

れるのでなければならない。しかし，「時の内において」（in der Zeit)とは，この場合何を意味す

るのか。感性によって与えられる多様は，全体として一挙に直観されるのであろうか。多様は「一

瞬の内において」（ｉｎ einem Augenblick)多様として表象されるのか。（4）しかしながら，「一つの瞬

間の内に含まれたものとしては，いかなる表象も絶対的一性以外の何ものでもあり得ない。」（A99）

　「絶対的一性」(absolute Einheit)とは，文字通り，絶対的な意味でのニ性のこどである。（5）そ

れは，「多」を含まず，「多」に対立するような一である。これに対して多を含むような一，「多の一」

は，相対的一性であり，ライプニッツ＝ヅオルフ学派の用語でいえば，「仮定的一性」(unitas

hypothetica)といわれる。ところで一性は伝統的に「不可分性」(Unteilbarkeit.Unzertrennlichkeit)

として理解されるから(6)絶対的一性とは同時に絶対的な意味での「単純性」(Einfachheit)を意

味する。「単純な一」としての絶対的一性は，量の観点から見ると, quantumとしての「量」(GroBe)

に対立する。 quantumという概念は「多」(Vielheit)あるいは「集合」(Menge)の概念を含んで

いるからである。したがって，絶対的一性それ自身は量ではない。通常，量において「一」といわ

れるものは，計量の「単位」，「尺度」(MaB)としての「量的一性」(quantitative Einheit)である。
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この量的一性は量に対立するのではなく，量に関係づけられた「量の相関者」(Korrelatum der

GroBe戸）である。尺度としての一は，「同質的」(gleichartig)であること，それ自身量であること，

という二つの条件を満たしていなければならない。（8）この一はそれ自身量であるから，奇高由集

合を含む。これは，量における一は，尺度である限り単純でなければならないが，しかしその単純

性は比較上の，相対的なものにすぎないということを意味する。

　もしquantumとしての空間，時間において絶対的一性が考えられるとすれば，それは空間り｡場

合には「点」（Pｕnkt），時間の場合には「時点」(Zeitpunkt)つまり「瞬間」(Augenblick)であろ

う。それゆえに，「瞬間」は時における単純なものである√と言うことが許されるであろう。（9）こ

のような「単純な部分」としての一つの瞬間の内に含まれている‘ような表象は，それ自身単純不可

分な一性，すなわち「絶対的一性」以外の何ものでもあり得ないであろう。　　　㎜■　　　　　　　。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷんべっ･　=一性とは不可分性のことであり，「分別の否定」(negatio divisionis)を意味する。絶対的一性と

は絶対的不可分性であり，絶対的な意味における「分別の否定」である。絶対的一性としての瞬間，

およびその内に含まれているものには，「多」ということはあり得ない。(10)空間か点から合成され

ているのではないように，時も瞬間から合成されているのではない。時は諸々の時から成る。それ

ゆえに，時における多様はまさしくレ同じ一つの時の「区別」において生ずるような，「時の諸々

の部分」の「多」でなければならない。時のこの純粋な多様は，「一」(das eine)と「他」(das andere)

とが, nach-ein｡anderという形で，すなわち「先後」という形で成り立つような「異多」である。

nach-ein-anderという形で相異なる時の諸部分においてある多様，そのような多様は, nach-ein-

ander-folgenする。これは，時の純粋多様の内において多様として表象されるものは「継起」

(Sukzession)という性格をもち，その多様は継起的多様である，ということを意味する。時の部

分は先後して有る。(11)しかしそれは，時の部分そのものがfolgenする，ということではない。

Zeitfolgeは, Zeitの内にお･いて有るものについてのみ言い得ることであって，時それ自身について

言うことはできない。「時それ自身は経過しない。」（B183）時そのものは「常住不変」（B183）で

あり，その意味におい七時は「恒常的形式」(B43, B163),「常住的形式」（B 224)と言われる。

「次々に」(nach und nach)「継起する」(anfeinander folgen)のは，時ではなく，時の内において

有るものだけなのである。（12）

　感性的直観において与えられる多様は，時の純粋多様の内においてはじめて多様として表象され

ることがで‥きる。そして時において表象される多様は, auf-ein-ander-folgenする。しかしながら，

時を「区別する」(unterscheiden)のは，もはや，「時それ自身」ではない。直観の内に含まれる多

様は，「心が時を諸々の印象の継起において区別するのでないとしたら，多様としては表象されな

いであろう。」(A 99)これは，直観の多様を多様として表象することは，時において，しかも「時

の規定」によって，すなわち時の純粋多様の「総＝合」によってはじめて可能である，ということ

を示唆している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　「ところでこうした多様から直観の一性が生ずるためには（たとえば空間の表象におけるよう

　な），まずはじめに多様性に目を通すこと，次にこの多様を取り纏めることが必要である。」（A99）

カントがここで問題にしているのは，「多様をそれ自身の内に含む」一づの「全体的表象」(eine

ganze Vorstellung)としての直観はいかにして生ずるのか，ということである。「多様の一性」と

しての「直観め一性」(Einheit der Anschauung)が成り立つためには何か必要とされるのか。たし

かに「感官はその直観において多様性を含む。」（Å97）その限り感官には共観というはたらきが帰

せられる。しかし「感官はわれわれに諸々の印象を提供するのみならず，そのような印象をまた合

成すらして，対象の形象を成立せしめる」（Ａ１２０ Ａｎｍ.）のであろうか。カントによれば，感官の
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内には結合はない。「直観はなるほど多様を呈示七はするが，しかし多様を多様として，しかも一

つの表象の内に含まれたものとして惹き起すこと」（A99）はなし得ない。そのためには，自発性

に属する多様の結合のはたらきが加わっていなければならない。これが「把捉の総合」と呼ばれる

ものであるノ

　多様を多様として表象すること，しかも一つの纏まりをもったものとして表象すること，そのた

めには，まず多様に「目を通し」(durchlaufen)次にこの多様を「取り纏める」(zusammennehmen)

という，把捉の総合が必要である。このようにしてはじめて，一つの「形象」(Bild)が形づくら

れるのである。(13)この総合はつねに「継起的」(sukzessiv) "trある。（坤多様は時において与えられ，

時において総合されなければならない。それゆえに，多様を取り纏めて一つの全体的表象に達する

ためには，「一」から「他」へ「進んで行き」(fort-gehen),その一々を次々に「通り抜ける」

(durch-gehen),そのような行き方をとらなければならないのである。われわれは√時における「多」

の「系列」(Reihe)を通じてのみ「一つの全体」(ein Ganzes)に達し得る。全体性は，われわれに

とって「系列全体」(eine ganze Reihe)の一性という仕方でしか成就され得ない，この考えは，「世

界」という「一つの絶対的全体」(ein absolutes Ganze)を考えようとするとき，重要な意味をも

ってくる。

　次にカントは，「把捉の純粋な総合」(reine Synthesis der Apprehension)というようなものがな

ければならない，と言う。論拠となるのは「空間と時間の表象」である。われわれは実際，空間と

時間の表象をアプリオリに「持っている」(haben)。しかるにそのような表象は，「感性がその根

源的受容性において呈示する多様の総合によってのみ産出されうる。」(A99f.)したがって把捉の

総合は, empirischにでなく，アプリオリに与えられるような多様に関しても行使されるのでなけ

ればならない。「ゆえにわれわれは把捉の純粋な総合を持つ。」（A100）

　純粋数学にみられるような，純粋なアプリオリな認識は，「アプリオリな直観」，「純粋な直観」

がなければ不可能である。しかしそうした純粋直観は，主観における感性の純粋形式としてのみ可

能であり，われわれにあっては，それは空間と時間との二つに限られるノこのことはすでに超越論

的感性論において明かにされたことである。しかし，そこではなお明かにされなかったことがある。

それは，「感性の純粋形式」(reine Form der Sinnlichkeit)と「純粋直観」(reine Anschauung)と

の関係である。旧）「空間と時間の表象」とは，空間と時間についての一定の表象である。このよう

な一定の純粋直観は，「直観の形式」の与える純粋な多様を総合することによってのみ「産出」さ

れる。一定の，規定された直観(eine bestimmte Anschauung)は感性の形式を規定することにおい

て成立する。カントはこの考えを，超越論的演鐸のこの箇所に至ってはじめて表明する。純粋数学，

一般に純粋なアプリオリな認識の根底に存するこの純粋総合の能力は，後にカントが明言するよう

に，「純粋想像力」(reine Einbildungskraft)に他ならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五

　「再生」(Reproduktion)とは，過去の時に属する或るものを表象することである。このような表

象の仕方は「想像」(imaginatio, Einbildung)と呼ばれる。想像はいうまでもなく，「想像力」の能

力にもとづく。カントはNr. 2において，想像という形でなされる再生の総合は一体どこに根拠を

もつのかを問う。まずカントは，「連合」(Assoziation)と呼ばれる経験的な法則が存在することを

指摘する。

　　「継起あるいは随伴したことのある表象は，ついには相互に連合し，そのことによって，対象
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　が現前していなくとも，それらの表象の一つが，心の，恒常的規則に従った他の表象への移行を

　惹き起すような，そういう連結の内におかれる。」（A100）

　表象のこうした恒常的連結が，連合の法則である6「再生の総合」は，「再生的能力」＼（A121）で

ある「経験的想像力」（A100）にもとづく。再生の総合はしかし，連合の法則に従ってなされる。

連合の法則は，それ自身としては「単にempirischな法則」(A 121)にすぎないが，「現象がすで

にそれ自身から従属せしめられているような一定の規則」（A101）が存在するということを示して

いる。したがって，再生の総合は，現象そのものが従属する規則を「前提」しているということに

なる。もし現象のあいだにそのような規則が支配していなかったとしたら，したがって現象におい

て規則陛というものが認められないとしたら, empirischな想像力はその能力を発揮する機会を得

ることもなく，いわば「死んだ能力」として，心の奥底に覆い隠されたままであろう。そうなると，

再生というempirischな総合は起り得ないであろう。そこでカントは次のように言う。

　　「それゆえに，現象の必然的な総合的一性のアプリオリな根拠であることによって，現象のこ

　うした再生すら可能ならしめるような或るものがなければならない。」（A101）

　規則に従づた現象の再生は連合にもとづく。しかし「現象の連合の客観的根拠」(A 122)は，現

象そのものを支配している必然的な規則，すなわち「現象の必然的な総合的一性」(notwendige

synthetischeEinheitder Erscheinungen)の内にある。カントが問うのは，現象のこの「法則性」

の根拠であるノ現象のこのような法則性は，後に見るように，「現象の親和性」(Affintat der

Erscheinungen)と名づけられるものである。(A113, A122)。

　現象の必然的な総合的一性のアプリオリな根拠をなすような「或るもの」，それは一体何か。そ

れがいかなるものであるかは，「現象は物自体ではなく，われわれの表象の単なる戯れにすぎず，

これらは結局，内感の諸規定に帰着する」（A101）ということを顧みるならばただちに分かる，と

カントは言う。しかしカントは，最終的回答をここで与えるつもりはないし，また与えることもで

きない。連合の客観的根拠である親和性がそれ白身主観的根拠をもち，この主観的根拠は，「統覚

の超越論的一性」(transzendentale Einheit der Apperzeption)が「想像力の超越論的総合」

(transzendentaleSynthesis der Einbildungskraft)に関係するところに成り立つような一性，すな

わち「想像力の総合の超越論的一性」(transzendentale Einheit der Synthesis der Einbildungskraft)

に他ならないということは，想像力と統覚という二つの超越論的能力を取り出した上ではじめて充

分に解明し得るからである。 Nr. 2においてカントが意図しているのは，想像力が単にempirisch

な再生の能力たるにとどまらず，純粋な総合の，したがってまた超越論的な総合の能力でもあるこ

とを，ひとまず示すことにある。しかしNr. 2の段階でも，少なくとも次のことは分かる。すなわ

ち，現象の必然的な総合的一性のアプリオリな根拠は，アプリオリな規則に従った，想像力の純粋

総合である，ということである。

　現象は物自体ではなく，われわれの内に在る表象にすぎず，そのような表象としてはすべて「内

感の諸規定」（A101）に帰着する。したがってすべての現象は，内感の形式としての時に従属する。

これは同時に，現象の多様の総合は時において行われるということを意味した。ところでNr. 1に

おいて，すでに時のアプリオリな多様に関する総合，つまり純粋総合がなければならないというこ

とが明かにされている。それゆえに，現象の必然的な総合的一性は根本において，時の純粋多様の

総合における必然的一性という形で表現されるであろう。すなわち，現象の法則性の根源は，アプ

リオリな規則に従った想像力の純粋総合の内に求めなければならないであろう。

　カントは,想像力のそのような「純粋な,超越論的な能力」(eine reine transscendentaleSynthesis)
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（A101）があるということは，純粋直観についてのアプリオリな認識に即して立証される，と考え

る。そこでカントは次のように言う。

　　「われわれの持つ最も純粋な直観ですら，再生の一貫した総合を可能ならしめるような，その

　ような多様の結合を含んでいない限りいかなる認識ももたらさない,そのことを立証し得るなら，

　想像力のこの総合は，実際あらゆる経験に先立ってアプリオリな原理に根拠づけられており，そ

　れ自身経験にれは現象の再生可能性を必然的に前提する）の根底に存するような，想像力の純

　粋な超越論的な総合を想定せざるを得ない。」(AlOlf.)

　純粋直観は，再生の一貫した総合を可能ならしめるような多様の総合を含まなければ認識たり得

ない，このことが示された場合，そこから何か明かになるであろうか。再生の総合を「一貫した」

(durchgangig)ものたらしめるのは，「規則」(Regel)に他ならない。したがって「再生の一貫し

た総合を可能ならしめるような，そのような多様の結合」とは，アプリオリな規則に根拠づけられ

ている純粋総合否意味する。しかしこの純粋総合は, empirischな想像力にではなく，純粋な想像

力にもとづくはずである。したがって，この純粋想像力による純粋総合は，純粋直観に関する認識

を可能にする限りにおいて，超越論的な総合であると言うことができる。他方，「現象の再生」と

いうempirischな総合から，「empirischな認識」としての経験が生じ得るためには，その再生は現

象それ自身が従属しているような規則に従ってなされるのでなければならない。言い換えれば，再

生の総合は現象の必然的な総合的一性に則して行われなければならない。ところで，すべての現象

は時という純粋直観に属する。したがって「現象の必然的な総合的一性」は，時の多様の必然的な

総合的一性，そういう形で成立せざるを得ない。こうして，もし純粋直観に関するアプリオリな認

識が，われわれの主観的認識源泉である想像力の超越論的総合によって可能になることが示される

ならば, empirischな直観としての現象に関する認識，つまり「経験」もまた，そのような想像力

の超越論的総合に根拠をもつことになる。すなわち，われわれは「経験の可能性の根底に存するよ

うな，想像力の，純粋な超越論的総合を想定せざる得ない」のである。空間と時間についての純粋

なアプリオリな認識の可能性の根底に存する純粋総合は，同時に, empirischな直観の多様の必然

的な総合的一性の根拠をなす。

　再生というempirischな総合は, empirischな規則である連合の法則に従っている。表象の連合

は現象そのものの法則性に基礎をもつ。すなわち，連合の客観的根拠は現象の親和性の内にある。

しかし現象のこの法則性は，カントによれば，認識の主観的源泉の内に，すなわち純粋総合の能力

としての想像力の内に根源をもつ。カントは例をあげて，想像力にそうした超越論的能力があるこ

とを示そうとする。例として出されるのは，一本の「線」，一定の「時間」，一定の「数」といった

「考え」(Gedanke)である。

　　「私か頭の中で一本の線を引いてみようとしたり，或る日の正午から次の日の正午までの時間

　を考えてみようとしたり，あるいは一定の数を思い浮かべてみようとするだけの場合でも，まず

　はじめにこれらの多様な表象の一々を必ず順々に頭の中で捉えなければならないということは，

　明白である。」（A102）

　多様な表象を頭の中で次々に捉えて行くことは，線,時間，数の場合，「把捉の純粋総合」である。

　　「しかし，もし私か次の表象に進んで行く際，先行する表象（線の最初の部分，時の先行する

　部分，あるいは継起的に表象された諸々の一）を何時も忘れ去り，再生しないとしたら，全体的

　表象は決して発源し得ず，先にあげた考えのいずれも発源し得ぬであろう。それどころか，空間
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　と時間についての最も純粋な第一の根本表象すら発源し得ぬであろう。」（A102）

　把捉の純粋総合は，先行する表象から後続する表象に移り行くとき，先に捉えた表象を放さずに

「把持」していなければ，一つの全体的表象に到達することはできない。そこに凪後にした表象

を「引き寄せ」(herbeiziehen),「呼び寄せる」(herbeir･ufen) (A 121)こと，すなわち「再生」が

必要である。この「再生」がなされなければ，把捉された多様な表象を「取り纏める」ことも不可

能であろう。「それゆえに，把捉の総合は再生の総合に不可分に結び付けられている。」（A102）と

ころで，把捉の純粋総合はすべての認識一般の可能性の超越論的根拠をなす。したがって「想像力

の再生的総合」もまた「心の超越論的な働き」に属する。想像力がこのような「超越論的な働き」

をなし得る能力をもつことから，カントはこれを「想像力の超越論的能力」(transscendentales

Vermogen der Einbildungskraft) (A102)と名づける。

十この箇所は，すでに諸家がしばしば指摘する通り，いくつかの問題をはらんでいる。そのうち二

つだけ取り上げてみたい。　Ｉ　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　．　　　Ｉ

　カントは，「再生の総合」はempirischであり，「想像力の再生能力」はempirischでしかないと

言っている。(A121)アプリオリに起こるような総合は「産出的総合」(produktive Synthesis)だ

けである。この点は，第二版の演鐸でも事情は変わらない。むしろ第一版よりも強調されているほ

どである。再生的総合はもうぱらempirischな法則，つまり連合の法則に従属しているとされる。

ところがいま問題としている超越論的演鐸第二節, Nr. 2では，「再生的総合」が「超越論的な働き」

に属すると言われる。これは矛盾であろう。リールはこうした点から，この箇所の「再生的」を「産

出的」に訂正すべきだとしている。

　この問題については次めように考えるべきだと思われる。「線を引く」，「時の長さを規定する」，

「数を思い浮かべる」という例から分かるように，カントがここで念頭においている純粋総合は，

数学的認識における「構成」(Konstruktion)の働きであり，本来は「産出的想像力の継起的総合」

(B204)に他ならない。しかし，「把捉の純粋総合」がproduktivなものとして，空間あるいは時

間の純粋多様から，空間あるいは時間についての一定の表象を産出し得るためには，「把持」(Re-

tention)という意昧でのRe-produktionが必要不可欠である。このような，アプリオリな産出的総

合の内に不可欠の契機として含まれているreproduktivな総合は，「経験の対象を呼び寄せる再生

的想像力」の行うｇｍが出演な再生的総合とは区別して考えなければならない。むしろnach-bilden

するempirischな再生的総合は，純粋な再生と一体となって一定の純粋直観をbildenする，産出的

総合に基づく，と言わなければならない。空間，時間の「表象は，…再生的想像力に関係する…

図式である」(B195)というカントの言葉はここから理解することができよう。このように見るな

らば，リールによる本文修正の提案を受け入れる必要はないことになる。　　　　　　　　　犬

　カントが「構成」の例をあげて示そうとしたのは，「経験に先立ってアプリオリな原理に根拠づ

けられているような」（A101），そのような純粋総合の存在であった。しかしこの箇所を見る限り，

そのようなアプリオリな規則については触れられていない。想像力の超越論的な働きは，「把捉の

純粋総合」と「再生的総合」とに，というよりむしろ，純粋な「再生的総合」だけに限られている

かの観すらある。「規則」のことが語られないのは，なぜであろうか。これは, Nr. 2,一般に演鐸

第二節の論議のもつ準備的，過渡的性格から説明できるであろう。几

　構成は，或る一定の概念の構成としてはつねに規則を持ち，また構成一般としては，構成の「一

般的条件」および「構成の一性の根拠」たるカテゴリーを必然的な規則としてもつ。(B206, B204,

B 268, F322, XX414 Anm.)しかし，純粋総合の従うべきこうしたアプリオリな規則は, Nr. 2の

中では論究することはできない。というのは，「規則」(Regel)というようなものは，「意識の一性」
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(Einheitdes BewuBtseins),したがうてその根拠たる犬「統覚の超越論的ア性」へめ関係においての

み考えられるからである。それゆlえに，「あらゆる経験め根底に存する，想像力め純粋な超越論的

総合」(AlOlf.)がどのようなものであるかは，先にも触れたように＼もう一つめ超越論的能力と

される統覚の概念が明確にされない限り√明瞭にはなってこない√Nr. 2が実際に示七得たことは，

想像力が単なるe呻irischな再生的能力たるにとどまらず，純粋な産出的総合の能力でもあ名こと，

こめような意味において「超越論的能力JTごあること,＼これだけに限られるしその理由は以上のこ

とから説明しうるであろう。　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　犬　　　　　‥‥　‥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六　‥‥‥　　‥‥

　継起的総合としての把捉は，多様を取り纏めて一つの全体的表象を産み出すことをめざす。この

把捉の総合には，表象の多様を一つの「系列レの形で現示する再生め総合が不可分に結び什いてい

る。ProduktionにはRe-produktionが必要不可欠なのである。しかし,＼把捉と再生にようて，ただ

ちに直観の多様の一性が成立するであろうか。把捉と再生という総合のみによって，表象の多様が

連結された一づの全体たる認識が成立するであろうか。十　　　　　ト　ハ

　　「われわれの考えているものが,士一瞬前に考えたものﾉと同じだという意識がないとしたら，表

　象の系列における再生は無駄であろう。と＼いうのも，も七その意識がないとしたら，今の状態に，

　それらの表象を次々に産出したはずの作用にまったく属さないような新たな表象があるとい/うこ

　とになり，それらの表象の多様はいつになっても全体をなｿさぬであろうからである。なぜなら，

　その多様には，意識のみが与え得る一性を欠くであろうからである。」（A103）　　ニ　　し

　同じ一つの意識がなければ，多様の把捉と再生という仕方で行われる総合は「無駄」(vergeblich)

である。というのは，総合は多様を取り纏めてこれを千統一一」(vereinigen)すること，つまり多

様に総合的「一」性を惹き起すこと‥を目的としているからである。想像力による再生は，なるほど

それ自体としては意識を必要としないかもしれないノしかし再生された表象が以前に把捉された表

象と同一であるという意識がなければ，過去に把捉した表象を現在において再生することは，新た

な表象の産出と変わりはないことになる。そうな芯:と，再生は，再一生(Re-produktion)でない

ことになる。そうした場合，想像力の総合は，意味のない働きであﾉり，諸々の表象との「盲目的な

戯れ」(A112)にすぎないであろう。そこに生じうるのは，諸々め表象め「無規則な群衆」（A121）

でしかないであろう。再生されたものをまさしく再び産出されたものとして認める働き，このよう

な働きをカントは「再認の総合」しと呼ぶ。（1ト　＼　　　十　ト　△　　ト

　カンドは「数丿(Zahl)の認識を例にとる。あるquantumの｡quantitas i規定することは，「数え

ること」(zahlen)すなわち「一と一との継起的付加」という総合によって行われる。

　　「数えることにおいて，今私の心に浮かんでいる単位としての一が，私によって次々に付加さ

　れたもjのであることを忘れるなら，一と一とのこう七た継起的付加によらて集合の産出を認識こ

　とは，したがってまた数を認識することは,＼ないであろう。というのは√この数という概念は，

　もつぱら総合のこうした一性め意識に存するからである。」(A 103)　　＼

　この例から分かるように，再認は，「概念」という形での総合であるよあるブ定の数を思い浮か

べる際はたらいている再生の総合は，数という「考え」(Gedanke),つまり数の概念に導かれてい

なければならなかったのである。「数」の概念は，「尺度」，「単位」としてめ「一」づEinheit)め「多」

(Vielheit)がそれ自身一つの全体をなすものと見ら払£どころに成立する。(2) r数は全体性(Allheit)
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のカテゴリーに属する。」（Ｂ !11）丿しかし, quantitasを規定して，一定の数を認識することは，時

において一に一を次列こ加え合わせること，すなわち「数えること」にょってのみ可能である。し

たがって，一つの全体としての数の表象は，継起的付加とﾀﾞいう総合の一性の形で成立しなければな

らない。「数の概念」とはまさしく，「総合のこうした一性の意識の内に存する。ト(B182)しかし

ながら，このような「総合の一性」は，多様の継起的総合において,＼総合されるもののプ系列」を

「一貫する」(durchganがｇ）ような「一なる意識」(e i n Bewulits丿ｎ）（A103）なくしでは不可

能である。「先後」の形で順次把捉され，「系列」の形で再生されたプ多俵を一つの表象の内へ統一

するのは，こうくした一なる意識である」（A103）からである。‥多様をそれ自身の内に含む「全体的

表象」は，多様の総合の一性の表象であるがよこの総合に一性=を付与して多様の総合を一つり全体

的表象の産出に導くのは，「総合における意識の一性」以外にはありない。「多に同一なる一」トどし

ての全体は，多の総合における意識の一性によって可能である。数えるという「働きの一性」が，

数の概念に牡ける意識の一性をなすのである。（3）　十　／　ｊ　　　。･。。･・。　　　　。･･･　。。。・

＼この同じ一つの意識は，必ずしもつねにはっきり七ているとは限らない。「この意識はしばしば，

ほんの微かでしかなく，そのため，われわれがその意識を表象の産出仁道結するのは。結果におい

てのみで，作用そのものにおいてでない，つまり直接にでないことがあり得る」てA103f.）のであ

る。（4jしかし総合の作用に際して意識が伴っているかどうか，すなわち意識が「明晰」尚であゐか

否かの差はあるにしても，このような「一つの意識はつねに出会れなければならない。」(A 104)

なぜなら。　　　　　　　上

　　「そのような意識がなければ，概念，それと共に対象の認識はまったく不可能である」（A104）

　からである。　　　　　　　　　▽　　　　　　　犬　　つ

つ二こでカントが言わんとしているのは，意識,∧しかも「ブなる意識」（A1り3）は，すべての認識

一般に伴い得なければならぬような√認識の一般的条件であくる，ということである。（5）すぺての

認識は「二重め関係」をもつ。（6ト主観への関係と客観うの関係とで:ある。ﾆ主観は認識の形式をなし，

客観はその質料をなす。認識とは主観による客観の認識である。認識は主観への関係という観点か

ら見るとき，つまり形式上はにすべて意識を前提する。意識なくしては，客観の認識は不可能であ

ゐ。この意味において，意識は認識の一般的な，しかも主観的な条件をなすのである。「一勺の意識」

なくしては，「概念，それと共に対象の認識はまったく不可能である。」（A104）

　しかし認識は，対象の認識として，客観への関係をもたねばならない。empirischな表象に意識

が伴っている場合，これは「知覚」といわれる。しかし単なる知覚は，いまだ「認識」とはいえな

い。認識とは「客観的表象」であり，客観への関係がなければ，表象は認識と称することはできな

いノ）けれどもよこの場合「認識め対象」とは何を意味するであろうか。「認識の対象」と/認識

の主観的条件としての意識とは，どのような関係に立っているであろうか。「ここで，諸表象の対

象という表現で何か意味されているか，その点についてはっ:きりさせでおく必要がある。」（A104）

こうしていわゆる「カントの対象理論」が展開されることになる。　　　　　ノ：　　　　　　‥

　現象そのものは「感性的表象」（A104）以外の何ものでもない。大感性的表象は，われわれの感性

の変様としては，「単にわれわれの内にあるような対象」且A129)をなすにすぎない。したがって

現象は，「それ自体においては客観的事象性をもたず」（A120）。表象力の外にあるような対象と見

なすことはできない。しかしわれわれはやはり，F認識に対応している対象」，したがってまた「認

識から区別される対象」ということを言う。その場合，「対象」とは何か。それはとのように「理解」

(verstehen)されているのか。　■■■■■　　　　　　　・　　　　　　　　　　■　■　　　　　■■■　　　■　■　　　　　■
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　　「対象は或るもの一般＝Ｘとしてのみ考えられざるを得ない。というのは，われわれは，われ

　われの認識に対してそれに対応するものとして対向させ得るようなものとしては，やはりわれわ

　れの認識以外には何ものも持たぬからである。」（A104）

　これは，対象はわれわれにとって，「或るもの一般」として「考える」（denken）以外に「表象

の仕方」(Art der Vorstellung)がない，ということである。この対象なるものはあらゆる感性的

表象から区別されたものであるから，もはや「感官の対象」(Gegenstande der Sinne)ではない。

それは，感性的表象によって述語づけることができないようなものである。それは，感性的表象に

よる規定をまったく受け付けない或るもの「一般」としてのみ考えられる。しかしこれは，「対象」

というものがわれわれにとって「意味する」(bedeuten)ところは，或るもの一般のまったく無規

定なDenken, Gedanke,つまりまったく無規定な「概念」(Begr㈲以外の何ものでもない，とい

うことである。この概念は，感性的表象，したがってまたempirischな表象をまったく含まない以

上，「純粋」である。

　しかしながら，「認識の，対象への関係」という場合，その「考え」(Gedankeトにはいくらか「必

然性」(Notwendigkeit)を伴っている。つまり，われわれの認識が対象に関係する，と言うとき，

対象は，われわれの認識が，偶然あるいは任意にではなくて，「アプリオリに一定の仕方で規定さ

れている」(apriori auf gewisse Weise bestimmt sein) (A 104)ようにするもの，そのようなものと

見なされる。一つの対象に関係するというのであるから，それへの関係において諸々の認識は相互

に一致しなければならないわけである。これは，それらの認識が，「一つの対象の概念をなす，そ

ういう一性をもたねばならぬ」（A105）ということを意味する。この一性は「対象が必然的とする

一性」（A105）であり，その意味で「対象め一性」ということができる。この「対象の一性」とは

何であろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　　■

　われわれが関わり合っているのは，われわれの表象の多様だけであり，これらの表象に対応する

とされる対象＝Ｘは，「われわれのすべての表象から区別された或るもの」（A105）だというので

あるから，それは「われわれにとって何ものでもない㈲「 uns nichts」」（ＡでL05）したがって，わ

れわれの認識に関して「対象が必然的とするような一性」とは，「表象の多様の総合における，意

識の形式的一性以外の何ものでもあり得ない。」（A105）これは，認識の「対象」というものにつ

いてのカントの批判的理論の結論を先取りしたものである。「意識の形式的一性」(formale Einheit)

は，後にみるように，認識一般の形式的一性，したがってまた「経験の形式的一性」(A 125),「自

然の形式的一性」（A127）につながる。

　一般に「形式的一性」とは，多様が一つの形式に適合し，この形式において不可分である場合の

形式の一性を意味する。このような一性は,多様「全体の根拠」とみなされ，（質的一性バqualitative

Einheit)とも呼ばれる。

　　「客観のどのような認識においても…概念の一性があり，この一性ということで，たどえば劇。

　演説，寓話の主題の一性のように，認識の多様の合成の一性のみが考えられる限り，これを質的

　一性と名づけることができる。」(B114)

　形式的一性に対置されるのは「質料的一性」(materiale Einheit)ということになるが，これは先

に述べた量における単位の一性に他ならず，「量的一性」(quantitative Einheit)と呼ばれる。これ

は，「全体の部分」と見なされるような一性である。

　では「多様の総合における意識の形式的一性」とは何を意味するか6意識のこの形式的一性は，

意識の一性である限りなるほど主観的である。しかし「対象の概念をなすような一性」すなわち「客
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’観的一性」(obiektiveEinheit)Rたるべき限り必然的なものでなければならない６この必然的一性

はしかし√認識する者としてのわれわれにとっては，表象の多様の総合に対する「必然的一性」以

外の何ものでもあり得ない。それは，多様の総合をアプリオリに，ある一定の仕方で必然的にする

J;うな，そのような一性でなければならない。どのようにでも考え得るようなものは，「対象」と

いうことはできないであろう。対象とは，われわれがそれについて考える場合，その「われわれの

考え方」を一定の仕方で規定するもの，と考えられる。（9）「対象の概念」の内においてはレ多様は

アプリオリに必然的な仕方で統一されていなければならないはずである。ところでこの「対象」は，

われわれのあらゆる表象から区別されるべきである。そうなると，われわれとしては，対象とは，

「それの概念の内において多様が必然的に統一されているところのもの」（1o）であり，「それの概念

が多様の必然的統一を表現ずるような或るものである」と言う他ないであろう。(11)このように見

てくると，「対象の一性」は，「多様の総合における意識の必然的一性」以外のどこにも見出すこと

はできないことが分かる。この一性をカントは，「規則の一性」(Einheit der Regel) (A 105)として，

すなわち「一般性」(Allgemeinheit),あるいは「普遍妥当性」(Allgemeingultigkeit)として解明す

る。意識の形式的一性は，意識の「一般的一性」，「普遍妥当的一性」であることが明かにされるの

である。形式的一性とは，根本においては，「働きの一性」，つまり多様の統一の機能に他ならない。

　　「対象を認識する，とわれわれが言うのは，われわれが直観の多様において総合的一性を惹き

　起したときである。しかしこの総合的一性は，直観が，多様の再生をアプリオリに必然的たらし

　め，この多様がその内において統一されるような概念を可能ならしめる，そのような，或る規則

　に従った総合の機能によって産み出され得たのでなければ，不可能である。」（A105）

　「直観の一性」を直観の多様における総合的一性という形で惹き起すことは，「総合の機能」

(Funktion der Synthesis)によって行われる。しかしこの機能は，「対象を認識する」ことを可能

ならしめるべき限り，偶然あるいは任意にでなく，「アプリオリに，一定の仕方で規定されてい」（A

104)な･ければならない。総合がアプリオリに規定されているという，総合のこの規定性

(Bestimmtheit)は，総合が「必然的な仕方で」なされることを意味する。総合が必然的な仕方で

なされるということは，また，総合が「一般的な仕方で」行われるということと，伺じことである。

総合の遂行を一般的たらしめるのは，しかし，「規則」に他ならない。したがって，総合のアプリ

オリな規定性とは，総合がアプリオリな「規則の下に立ち」(unter Regeln stehen),アプリオリな

「規則に従って」(nach Regeln)なされる，ということを意味するのである。したがって，直観の

多様の「客観的な」総合的一性は，アプリオリな規則に則して遂行されるような総合の機能，言い

換えれば「総合の一般的機能」(allgemeine Functionen der Synthesis) (A 112)によってのみ可能

であることになる。　　　　　　　　　グ

　対象の認識は，アプリオリな規則に従った総合によって可能になるという考えを理解させるため

に，カントは幾何学的構成の例を引合いに出す。(12)

　　「たとえばわれわれが，三角形を一つの対象どして考えるのは，そうした直観がつねにそれに

　従って現示され得るような，そういう一つの規則に従ったに三本の直線の合成を意識しているこ

　とによる。ところで規則のこのー性は，すべての多様を規定して，統覚のー性を可能ならしめる

　ような諸条件に制限する。そしてこの一性の概念が，私か三角形の，いま言った述語によって考

　える対象＝Ｘの表象である。」（A105）

　カントがこの例によって説明しようとしているのは，対象としての三角形の概念は，三角形の構

成における「規則の一性」によって可能である,しということである。ある概念を「構成する」
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(konstruieren)とは，「その概念に対応する直観をアプリオリに現示すること」(B741)を意味する。

アプリオリな直観における現示は，もちろん産出的想像力によって行われる。構成可能な概念は，

「与えられた概念」ではなく，「作られた概念」つまり「恣意的に考えられた概念」に限られる。(13)

この点からみると，構成における総合は「恣意的」である。しかし構成は或るっ定の概念め構成で

ある限り，やはり規則をもつ。この場合の構成の規則は，構成さるべき概念そのものである。それ

ゆえに，三角形の概念の構成に際しては，「三つの直線によって囲まれた図形」という定義が，産

出的想像力による多様の合成が則るべき規則となる。三角形の概念に対応する直観，つまり対象と

しての三角形は，このような規則の二般性によって「何時でも現示され得る」（加加y�f dargestellt

werden kann) (強調筆者）。この現示はしかし，「概念の構成」である限り，対象の産出であると同

時に本来の意味での「概念の産出」(B 287)に他ならない。空間の多様の，一つの総合的一性，一

つの「形態」(Gestalt)としての三角形およびその概念は，多様め総合における「規則の一性」に

よってのみ可能である。

　対象の概念の根底には，アプリオリな一般的規則に従った，総合の機能がある。そのことは，数

学的認識の場合には容易に理解しうるであろう。数学は概念の構成による認識である。概念に対応

する対象を純粋直観において現示する構成は，産出的想像力の総合によるものであり，この総合は

アプリオリな規則に則して遂行されるのである。では，「empirischな直観による対象の認識」の場

合もそのような規則に基づくと言えるであろうか。対象の概念の根底に存する規則としては，それ

は「再生をアプリオリに必然的ならしめ，その多様がその内において統一される概念を可能ならし

める」（A105）（傍点筆者），そういう規則でなければならないであろう。カントは，「empirischな

概念」のもつ規則性格の根底にも，そのような規則が，すなわち直観の多様の総合における意識の

必然的一性が存することを示そうとする。

　どのような認識にも概念が必要とされる。「しかし，概念はその形式に関してはつねに一般的な

ものであり，この一般的なものは規則に役立つ。」（A106）直観が個別的表象であるのに対して，

概念は「一般的表象」(allgemeine Vorstellung)である。一般的表象表象とは，いくうかのものに

共通であるようなものの表象，つまり「共通なもの」，「一般的なもの」そのものの表象である。(14)

それゆえに，概念の形式は一般性に存する，ということができる。(15)こうした概念的表象は「規

ｍに役立つ」。なぜなら，規則とは，特殊が一般の下に立ち，一般が特殊をそれ自身の下に含むと

いう関係に存するからである。概念は一般的なものの表象として，多くの物に共通であり得るよう

なものを含む。それゆえに概念は，その「下に」(unter)多くの物を含み得る。或る概念の，その

概念の下に含まれているすべてのものへの関係は，まさしく規則である。㈲したがって，たとえ

ば物体という概念は，「この概念によって考えられる多様の一性の点で,外的現象の規則に役立つ。」

（A106）

　しかしながら√物体という「empirischな概念」が「empirischな直観の規則」たり得るのは，何

によるのか。カントは，その概念が「現象が与えられた際，それらの多様の必然的再生，したがっ

てまたそれらの意識における総合的一性を表象する」（A106）ことによってである，と言う。

　　「たとえば，物体の概念は，われわれの外にある或るものの知覚にさいして，延長それ/ととも

　に不可人性，形態等の表象を必然的たらしめる。」（A106）

概念が直観の規則たり得るのは何によるかという問いは,概念はいかにして一般的なものの表象，

つまり「目印」(Merkmal)によって客観を規定し得るかという問いである。(17)これは，概念め論

理的本質にではなく，概念の「対象への関係」，つまり超越論的本質にかかわる問題である。概念

が「規則に役立つ」のは，すでにみたように，一般的なものを表象するからである。物体という概



286 高知大学学術研究報告　第38巻(1989年）人文科学　その１

念のF内において」考えられ，この概念の「内に含まれている」一般的なものは，延長，不可人性，

形態等であり，これらが物体という概念の「内容」(Inha!t）をなしている。(IS)¬一般に概念は，「形

式」に関しては分析的に発源する。つまり概念の形式たる一般性は,「比較,反省,捨象」(Komparation,

Reflexion,Abstraktion)という「論理的作用」(logischer Aktus)によって作り出される。(19)しか

し「概念は内容上，分析的に発源することはあり得ない。」（B103）概念の内容上の根源はどこに

求められるのか。「本来,認識のための要素を集め，これを或る一定の内容として統一するもの」（B

103)は，「総合」である。ところで物体の概念は，「empirischな概念」である。 empirischな概念

とは，経験から引き出され，その内容が経験から汲み取られているような概念のことである。(20)

延長，不可人性，形態等を内容とする物体の概念が，ブ般的表象として現象を規定できるのはなぜ

か。それは，経験においてこれらの表象を含む結合が，しかも恒常的結合が見出されるからである。

物体という概念は，概念一般としてのその形式の点では，もちろん「一なる意識」，「意識の一性」

にもとづく。しかし物体という一定の概念としては，その内容上の起源からみると，知覚の多様に

おいてそのような表象の一定の結合が繰り返し「与えられている」ことにもとづいている。これは，

empirischな概念は，表象の連合による意識のempirischな一性を，したがって「現象の親和性」

を前提している，ということを意味する。empirischな概念は，このような，「経験から借りて

来られた総合」を「それ白身の内に含む」ような概念なのであり(22)「現象の多様の必然的再生，

したがってまたそれら現象の意識における総合的一性を表象する」こと，まさにこのことによって

「直観の規則」たり得るのである。

　empirischな概念は，「現象の必然的再生，したがってまたそれらの意識における総合的一性」を

表象することによって規則たり得る。しかし「あらゆる必然性の根底には,超越論的条件が存する。」

「empirischな概念に従った総合の一性」(Alll)は，或る超越論的な根拠にもとづいているはずで

ある。それゆえに「われわれのすべての直観の多様の総合における意識の一性の超越論的根拠が出

会れねばならない。」（A106）カントはここで，純粋直観の多様であれ, empirischな直観の多様で

あれ,総じて「われわれのすべての直観の多様」，こうした多様一般の総合における意識の一性の「超

越論的根拠」を探ろうとする。このような根拠は，規則一般の根拠として，「客観一般の概念」の，

したがってまた「経験のすべての対象の概念」の根拠である。というのは，対象の一性とは，直観

の多様の総合における意識の必然的一性以外の何ものでもなく，「対象とは，それの概念が，総合

のそのような必然性を表現する或るもの以上の何ものでもない」(A 106)からである。このような

「根源的かつ超越論的な条件」は，「超越論的統覚」(transzendentale Apperzeption)の内に求めら

れる。超越論的統覚がどのようなたぐいの意識か，カントはempirischな統覚と対比させて説明す

る。

　統覚とは，「自己の意識」(BewuBtsein seiner selbst)のことである。しかし「自己意識」

(SelbstbewuBtsein)における「自己」(Selbst)は，二つの意味で理解しうる。すなわち「自己」

とは，「思惟する自己」(das denkende Selbst)であるか，または「内的感官の対象」，「内的知覚の

対象」（B 155f.)としての自己であるかのいずれかである。(23)両者はまた，「論理的意識」と「心

理学的意識」とも呼ばれる。「内的知覚に際しての，われわれの状態の諸規定に関する自己の意識」

（A107）は，カントの時代の心理学において「内的感官」(innerer Sinn)と呼ばれていたものであ

るが，カントはこれを「empirischな統覚」と名づける。(24)この自己意識は単にempirischであり，

つねに変易する。「内的現象のこの流れの中には，立ち留まる自己はあり得ない。」(25)数的に同一

であるようなものは，もちろん外的対象に即してempirischに認識することができる。(26)しかし

ながら，「必然的に数的に同一なものとして表象されるべきものは, empirischな所与によってその

ようなものとして考えられることはあり得ない。」（A107）しかし，対象の認識のために氏「数的
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同一性」(numerische Identitat) (A 113)が必然的に結び付いているような自己意識が必要とされ

るのである。このような，「純粋」(rein)かつ「根源的」（ｕｒSprUnglich）（27）かつ「不易」(unwandelbar)

な意識は，純粋な自己意識にしか求めることはできない。これが，カントが「超越論的統覚」と名

づける自己意識である。この純粋な自己意識は，直観される自己の意識ではなく，思惟する自己の

意識，「思惟における自己の意識」である。したがって純粋統覚の一性とは，根本においては，「思

惟における一性」，「思惟の一性」(Einheit des DenkenS）であり，（28）本来「論理的一性」(logische

Einheit)として，「判断のための論理的機能」(logische Funktion zu urteilen),すなわち多様一般

を統一する働きに他ならない。(29)しかしカントは，第一版め「演鐸」第二節√第三節の中では，

純粋統覚の一性と判断のための論理的機能との関係について言及していない。第一版の演鐸の理解

を困難ならしめる一つの要因は，この点にある。

　空間と時間の多徐匪が感性的直観の根底に存するのと同じように，超越論的統覚の「数的一性」

(numerische Einheit) (A 107)は，あらゆる概念の根底に存する。空間と時間のアプリオリな概念，

すなわち「純粋な感性的概念」(reine sinnliche Begriffe）（30）も超越論的統覚の一性にもとづいては

じめて可能なのである。超越論的統覚の一性はこの意味で，「超越論的一性」と言うことができる。

しかしカントにとって，「悟性の純粋概念」(reine Begriffe des Verstandes)の超越論的演鐸におい

て中心的問題となるのは，純粋統覚のこの一性が, empirischな直観の対象たる現象への関係にお

いて持つべき超越論的な意味である。言い換えれば「純粋なもの」，しかも「純粋に悟性的なもの」

(das rein Intellektuelle)が，「empirischなもの」との関係において持つ超越論的な意味である。そ

の超越論的な意味は，統覚の一性が，すべての現象を法則に従った連関たらしめる，という点にみ

とめられる。法則に従った現象の連関とは，現象の「必然的連関」(notwendiger Zusammenhang)

すなわち「必然的連結」(notwendige Verkniipfung)であり，これは，われわれが「自然」という

ことによって理解しているものに他ならない。(31)したがって，超越論的統覚の一性の超越論的意

味の開示によってカントが明かにしようとするのは，「規則に従った現象の多様の総合的一性」

(synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln) (A126f.)としての「自然」，

その自然の「規則性」(Regelmaliigkeit),「法則匪」(Gesetzmafiigkeit)の根拠は，統覚の一性の内

に存する，ということであるノ「自然は統覚というわれわれの主観的根拠に準拠し，その法則性に

関して統覚に依存する。」（A114）カントはその理由を次のように説明する。　　　　　Ｉ　。　　。

　　「というのは，意識のこうした一性は，心が多様の認識において，その多様を総合的に一つの

　認識において結合する機能の同一性を意識し得るのでなければ不可能であろう。それゆえ，自己

　の同一性の根源的かつ必然的な意識は，同時に，すべての現象の，概念に従った総合の，それと

　同様に必然的な一性の意識である。」（Å108）

　その「概念」は，「現象を必然的に再生可能なら七めるのみならず，そのことにより現象の直観

に対して一つの対象を規定する，すなわち，その内で現象が必然的に連関する或るものの概念を規

定するような規則」（A108）であると言われる。現象に対して一つの対象を規定する概念，あるい

は規則とは，純粋悟性概念つまりカテゴリー以外の何ものでもない。しかしカントは，ここではま

だカテゴリーの名を出さずに説明を行っている。

　統覚の一性は，総合的一性の機能の同一性の意識なくしては不可能である。ゆえに自己同一の意

識は，同時に，現象の多様の，規則に従った総合の必然的一性の意識である。しかるにこれは，現

象の合法則的連関の意識に他ならない。カントの考え方を要約すれば，こういうことになるであろ

う。しかし，自己意識の同一性は「機能の同一性」の意識なくしては不可能である，これは一体ど

ういうことであろうか。
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　自己意識においては，その意識の同一は，同時に，自己の同一の意識である。自己意識の能力と

しての統覚においては，意識の同一は，この意識において，この意識にとって開示され得なければ

ならない。自己意識の同一は，この意識において「自己同一の意識」(Bewustsein der Identitat

seiner selbst),「同一的自己」(das identische Selbst)の意識としで自証されねばならない。このよ

うな自己同一の意識はいかにして可能であろうか。これは，統覚の能力そのものの可能性の根拠を

問うているのではない。統覚そのものがいかにして可能であるかという問いは，われわれにとって

もはや答えることはできない。（32）それはまた，自己意識がいjかにして明瞭になるかを問うている

のでもない。明晰さの度合がどれほど小さくても，同一の自己の意識はなければなIらないのである。

(33)ここで問われているのは，自己意識において自己同一はいかにして意識され得るか，同一的自

己はどのような形で意識され得るのか，ということである。

　自己意識の自己同一は，実体である限りでの自己の同一性を意味しない。自己意識の場合，自己

の同一性といっても，それは実体が状態のあらゆる変易にあっても伺一に留まるという，実体の常

住性，「客観的常住性」(A 326)のことではない。自己を実体として認識するためには，直観しか

も「常性的直観」(beharrliche Anschauung) (B 412)が必要である･。自己の直観はなるほど内感

において与えられる。げれども内的直観のうちには「立ち留まる直観」(A 350),「常住的直観」は

見出されない。それゆえに，「立ち留まる自己」（A107）は，カントが指摘している通り，内感に

よっては与えられない。(34)しかし辿越論的統覚はもともと, empirischな統覚，いわゆる「内感」

とは区別される純粋統覚である。それゆえに超越論的統覚における自己の意識は，そもそも直観の

意識ではあり得ない。統覚の同一性は「直観のあらゆる所与に先行する」ようなアプリオリな必然

的同一性とされる。自己意識における自己同一が実体の自同性でないことは，すでにそのことだけ

からしても明かであるO　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　’　　.I

　自己意識において意識される自己は「立ち留まる自己」（A107）であり，「私自身の意識」にお

ける「私」は「立ち留まる私」(A 123)である。われわれは，表象のいかなる多様にあって乱一

貫した同一の自己を意識している。このような自己意識の同一性はいかにして可能か。それは「心

が多様の認識において，この多様を一つの認識において総合的に結合する機能の同一性を意識し得

るのでなければ不可能であろう。」（A108）純粋統覚における自己意識とは,私か「みずから」(selbst)

「なす」（tｕｎ）「働き」(Tatigkeit)の意識，つまり「自発性」(Selbsttatigkeit, Spotaneitat)の意識

である。したがってその自己の同一性は，多様を総合的に結合する「機能の同一性」(Identitat der

Funktion)という形でのみ可能なのである。(35)

　しこれは，統覚の同一性が「アプリオリに証され得る」（a priori bewiesen werden konnen) (A 112)

のは，多様の「総合における一性」，そのような「総合の一性」，すなわち「統一一」(vereinigen)

においてのみである，ということを意味する。しかしながら，それは，自己意識の同一が総合の機

能によってはじめて可能になる，ということではない。純粋統覚における自己同一の意識は，あら

ゆる認識の可能性の条件として「必然的」であり，他のいかなる能力からも導出されえないゆえに

「根源的」である。したがってそれは√想像力の総合の機能そのものによって可能になるのではない。

しかし，純粋統覚がまさしく超越論的統覚として，現象に関する認識を可能ならしめる「超越論的

な」機能を発揮すべきだとすれば，その同一性は，直観の多様に関係しなければならない。想像力

の総合の機能が関与するのは，この関係においてである。つまり統覚の一性の，直観の多様への関

係は，想像力の媒介によって成立するのである。純粋統覚は，想像力に「加わり」(hinzukommen)

(A 124),その同一性が想像力による多様の総合の「内に入って来る」(hineinkommen) (A 113)

という形で,表象の多様性における自己の一貫した同一性を証示する。しかし，統覚の同一性が「そ

の内でアプリオリに証され得る」ような総合とは，純粋想像力による純粋総合でなければならない
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であろう。純粋想像力の「機能」は，純粋統覚の同一性のこのような介入によって「悟性的」

(intellektuell)となる。というのも，意識は悟性的性格(intellektualitat)の条件だからである。(36)

想像力の働きは，「悟性的」にされる限り，「総合の一般的機能」と言われる。想像力による総合の

もつ悟性的性格は，一般性にある6しかしすでに見た通り，「一般性」(Allgemeinhet)とは「規則

の一性」(Einheit der Regel)に他ならない。というのも，多様の結合の「機能の同一性」は，現象

の多様の総合，すなわちempirischな総合を「超越論的一性に従属せしめる働きの同一性」（A108）

だからである。それゆえに，「総合の一般的機能」とは，総合が「規則に従って」行われるという

ことを意味する。このような総合は同時に「概念に従った」総合である。なぜなら，規則は概念の

かたちで表現されるからである。（37）

　以上で，統覚は，現象の多様への関係におけるその必然的同一性を，純粋な想像力の総合の機能

の一性，しかも必然的一性どしてのみ証し得るということが明かになった。「ゆえに自己同一性の

根源的かつ必然的な意識は，同時に，概念に従った，すべての現象の総合の，それと同様に必然的

な一性の意識である。」（A108）こうした概念，規則が「現象を必然的に再生可能たらしめるのみ

ならず，そのことによって現象の直観に対して一つの対象を規定する，すなわちその内で現象が必

然的に連関する或るものの概念を規定する」ゆえんも，これまで述べてきたところから明かである。

その内で多様が必然的に統一されているような対象の概念を可能ならしめるのは√多様の「必然的

統一」(notwendige Vereinigung)の概念，つまり純粋総合に必然的一性を付与する概念だからであ

る。

　「われわれのすべての直観の多様の総合における意識の一性の超越論的根拠」（A106）は超越論

的統覚の一性の内に見定められた。統覚のこの超越論的一性は，現象が認識たり得べき限り，言い

換えれば，現象によって対象が与えられ得べき限り，想像力による総合に「加わって来て」

(hinzukommen),その総合において「現れて来」(vorkommen)なければならない。これをカント

の言葉を使っていえば，「統覚の超越論的一性」は，「想像力の超越論的総合」における「超越論的

一性」という形で，すなわち「想像力の総合の超越論的一性」(transscendentale Einheit der Syn-

thesisder Einbildungskraft) (A 118)という形で現れる，ということになる。この「想像力の総合

の超越論的一性」こそ，カントが「想像力の超越論的機能」(transzendentale Funktion der

Einbildungskraft)と名づけるものに他ならない。しかしカントは, Nr. 3の中では，超越論的統覚

のもつ超越論的な意味を, Nr. 2で取り出された「想像力の超越論的能力」への関係，まさにこの「関

係」という視点から主題的に解明しているわけではない。自己の同一性の意識は，直観の多様どの

関係においては，結合の機能の同一性の意識としでのみ可能であり，したがってアプリオリな規則

の意識以外のものではあり得ないことから，統覚の一性を現象における法則性の超越論的根拠とし

てひとまず呈示したにとどまる。カントは，「結合の同一性」(Identitat der Verbindung)として考

えられる「秩序」（Ｏrdnｕng）の根拠を，「結合の機能の同一性」(Identitat der Funktion der

Verbindung)たる純粋統覚の同一性の内に見るのである。 Nr. 2 , 3においてそれぞれ取り出された

純粋想像力と純粋統覚，この二つの超越論的能力がいかに関係するか，その十全な解明は演鐸第三

節に委ねられる。

　同じ一つの意識，「意識の一性」は，対象の認識一般の主観的条件である。この主観的条件が認

識の対象とどのような関係に立っているか，これを見るために「対象」論が展開された。その中で，

対象とは，多様の総合における意識の必然的一性以外の何ものでもないこと，この必然的一性とは，

総合の一般的規則に他ならないことが示された。そして意識のこの必然的一性の超越論的根拠が，

超越論的統覚の内に見出されたのである。これをもって，対象の認識の主観的条件は，それ自身の

内に，認識の対象を可能ならしめる客観的条件を含んでいることが明かにされたのである。以上の
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考察を踏まえるならば,「対象一般の概念をより正しく規定することができるようになる」(A 108),

とカントは言う。これには，対象というものについての通常の，あるいは従来の考え方を，カント

流の「超越論的観念論」の立場から是正する狙いもこめられている。

　どのようなものであれ，表象は何か「或るものを表象する」てetwas vorstellen)限り対象をもつ。

その対象が表象にすぎないこともある。ある表象が別の表象の対象となるという場合のように，「表

象の表象」において対象となるような表象は，しかしこれまた対象をもつ。ところでわれわれにと

って直接に与えられるような対象は，「現象」に限られる。現象において直接に対象に関係するも

のぼ「直観」といわれる。ところが「現象は物自体ではなく，それ自身また自分の対象をもつ表象

にすぎない。」（A109）現象の対象はもはや感官の客観ではありえなしヽから，われわれがそれを直

観することは不可能である。それゆえ，表象としての現象がもつ対象は，「非empirischな対象，

すなわち超越論的対象＝Ｘと名づけられるかもしれない。」（傍点筆者）（A109）こうした超越論的

対象は，感官の対象でない以上，感性に依存せず「純粋悟性」によってのみ捉えられるような，つ

まりもっぱら「考えられる」だけの対象である。しかし，「超越論的対象の純粋概念は，われわれ

のすべてのempirischな概念に,一つの対象への関係,すなわち客観的事象性を与えるものである。」

（A109）というのは，感性的表象としての現象は，それ自体においては客観的事象性をもたず，単

に「主観的事象性」「ｓｕb」ektiveRealitatトしかもたないからである。ところでこの概念は，「純粋

概念」，つまり或るもの一般の単なる思惟であるからに一定の直観を含むことはできない。

　　「それゆえその概念は，一つめ対象への関係の内に立つ限りでの認識の多様の内に見出されね

　ばならぬ，そういう一性以外の何ものにも関わらぬことになるであろう。しかるにこの関係は。

　意識の必然的一性，したがってまた，多様を一つの表象の内において結合する，心の共通の機能

　による多様の総合の必然的一性に他ならない。ト（A109）

　表象の多様の，一つの対象への関係は，表象の多様の，「一つの一般的意識」(ein allgemeines

Bewulitsein)つまり「意識の一般性」(AUgemeinheit des Bewufitseins卜への関係であり，この関係

は同時に，多様の総合の必然的一性，すなわち規則への従属に他ならない。(38)かくして，カント

の超越論的「対象理論」に従うならば，いわゆる「超越論的対象への関係」は，「現象は，それに

よって対象が与えられるべき限り，すべて現象の総合的一性のアプリオリな規則の下に立たねばな

らぬ，すなわち，現象は経験において，統覚の必然的一性の条件の下に立つ」（A110）（傍点筆者）

という「超越論的法則」にもとづくことになる。これは，対象の認識に必然的に要求される統覚の

一性，統覚のそのような必然的一性の条件は,ヽ同時に，認識の対象の条件である，ということを意

味する。「統覚の必然的一性の条件」とは，「現象に対して客観一般を思惟する根本概念」(Alll)

たるカテゴリーに他ならない。カントはNr. 1からNr. 3を通じて，カテゴリーという名をどこに

も挙げていない。それは，純粋なアプリオリな概念としてのカテゴリーという概念が，これらの準

備的考察を通じてレこれからはじめて画定されるべきだからである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七

　演鐸第三節には，「対象一般に対する悟性の関係と，対象一般をアプリオリに認識する可能性と

について」という表題が付けられている。ここで展開される内容は，この表題に言い尽くされてい

るよカントは第三節において，「悟性の，感性への関係」(A 128)を究明し，両者が，現象に対し

て対象一般を規定する純粋悟性概念を介して「必然的に連関する」(A 124)ことを明らかにする。

このようにして，カテゴリーは，「物一般」（1）にではなく，「感官のすべての対象」(A119),「感
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官り対象一般」(B150),したがってまた「経験のすべての対象」(A 128)にアプリオリに関係す

るような概念であることが示される。これは同時に√「純粋なアプリオリな：認識」＼（A119）ノとして

のカテゴリーの「可能性と必然性」(Alll, 130)の証示に他なら万ない。　　　　／

　第二節では「経験の可能性のためのアプリオリな諸根拠」が論ぜられた。‥しかしそれらの根拠は，

「個々別々に」述べられたに留まる。カントは第三節においてこれらを「一つにまとまった形で」

呈示しようとする。カン｡卜がめざし七いるのは，「悟性そのものすら可能なちしめる」（A9.7）三つ

の主観的認識源泉ﾚそうした「悟性の要素」（八98）の統一的連関の究明であるノこれをもって，

単に思惟する能力としての悟性でなく，「客観に関係すべき認識能力」（A97）トとして‥の悟性が解明

されるのである。　　　　　　　　　　犬　　十

　カントはまず三つの主観的認識源泉の名をもう一度あげ，それらの使用を可能ならしめる「アプ

リオリな要素あるいは基礎」づA115)を確認する。これはまた，第二節の成果の要約と見なすごと

もできる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　　「経験一般およびそれの対象の認識の可能性のもとづく主観的認識源泉には，三つある。すな

　わち感官，想像力，および統覚である。」（A115）　　　上　し　　　　　　‥　‥‥‥

三つの源泉の「empirischな使用」は，それぞれ「知覚」，「連合」，「再認」という形で示される。

　「感官は現象をempirischに知覚において，想像力は連合（および再生卜においてレ統覚は，

　こうした再生的表象のレそれを与えた現象との同一性のｅｍｊＨｎｓcHな意識において，したがって

再認において，表象する。」(A115)　　　　　　　　（　/　　　　　　　　　　　∧　　ト

しかしこのようなempirischな使用の根底には,犬純粋な要素が存する。 それは，「純粋直観」，「純

粋総合」，「純粋統覚」である。　　　　　　　　　　犬　　　　　ニ　　ニ

　　「知覚総体の根底には純粋直観が（…），連合の根底には想像ｶﾉの純粋総合が, empirischな意

　識の根底には純粋統覚，すなわちあらゆる可能的表象における自己自身の一貫した同一性が，ア

　プリオリに存する。」(A 1151)｡･　　　　　　　　　　　　　　　十　十

　経験は,し表象としての現象の「連結」と「統一」によって成立する。表象のこうした「連結」の

「内的根拠」を追究七て，現象が「その内で合流七,＼その内ではじめて可能的経験のための認識の

一性をも９にいたる点」(A116),そのような「点」に至ろうとするならばレ純粋統覚から「始め」

なければならない，とカントは言う。これは,純粋に悟性的な能力である純粋統覚から出発して「悟

性の，現象との必然的的連関」(A119)を呈示する，いわゆる「上からの演鐸」である。その丁点」

とは，後にみるように，「すべての可能的認識の純粋形式」をなす「想像力の総合の超越論的¬性」

(A 118),そのような形での「一性」のことである。カントはまず，出発点をなす純粋統覚が，わ

れわれの表象めすべての多様め→吐の超越論的根拠であり，そのような根拠どして「すべての可能

的直観における総合的一性の原理トを提供するということを明らかにする。　　万　　犬

　すべての=直観は，「意識の内へ取入れられ得るりでないとしたら，われわれにとって何ものでも

ない。」(A116)直観は意識によってのみ認識となり得るのである。ところでし「われわれは，自分

の認識に何時か属し得るすべての表象に関して自己の一貫した同一性を，すべての表象の可能性の

必然的的条件どして√アプリオリに意識している。」てA116)すべての可能的表象に際して一貫し

て自己同=-であるこの意識が，純粋統覚である。 j純粋統覚の同一性は，表象が認識となり得るため

に不可欠とされる条件であるレというのは，表象が「或るものを表象する」ということは，それが

他のすべての表象と共に一つの意識に属し得るのでなければ不可能だからである。同一性としての
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統覚の一性は「アプリオリに確実」(A113)である．したがづてこの原理は,＼「アプリオリに確立

じている6」（A11わ（2卜こめ原理は　トｊ　･．･．・．　　．．　．･･･　　　　．・．・　　．･　．・．････．･･

　　「われわれの表象のすべ七の多様の（したがってまﾀﾞた直観におけるすべての多様の）一性の超

　越論的原理と言うことができる．」（…kann das　t ｒａｎ s s c∧end eね taleしP r i n c i p　d e r

　E i n h e i t　alles Mannigfaltiden unserer Vorstellungen (mithin auch in der Anschauung)

　heiJienう(A116)　　　　　　　　　　ニ　　　＼　　　　レニ＝　つ　六

白ところで√一つの主観における多様の一性は総合的である．　コ　・．・．･･　．．･　　･．　　・･･･

　「それゆえ純粋統覚は，すべての可能的直観における多様の総合的ッ性の原理を提供する．」

(also giebt die reine Apperception ein Principium der synthetischen Einheiレdes Man!ligfaltigen in

　aller moglichen Anschauung an die Hand.)イA116f.)ニ　　　　　　　　　尚　二　　上

　しかし，とカットは言う．　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　犬

　「しかしこうした総合的一性は，或る総合を前提する,しあるいは包含する．」(Diese synthe-

　tische Einheit setzt aber eine Synthesis voraus Oder schlielitein.) (A 118)　　　　　　　　∧　　　＼

　多様はどのようなものであれ，一性をもつためには同じ一つの統覚に属さなければならない．そ

の意味で，統覚の一性は「われわれの表象のすべての多様の一性の超越論的原理」であった．しか

し丿すべての可能的直観における多様」が一つの意識に所属七，その内で＝性をもづという関係は，

empirischな総合と卜ての把捉,Iおよびその根底に存する純粋総合に/よって，すなわち=「想像力に

よる直観の総合を介して」(A119)のみ可能である．（3）想像カ：による総合は,コ直観の多様の総合

的一性が成立するための不可欠の契機をなす．したがって「こうした総合的一性は或る総合を前提

する，あるいは包含する」（A 118).のである．総合的一性が総合を「前提する」(voraussetzen)

とは，統覚の一性が総合によって可能になる，ということを意味するのではないごまか，総合的一

性はもっぱら総合によって成就される，ということを意味しているのでもない．すでに述べたよう

に，統覚の一性が想像力の総合から結果するというようなことは，あり得ない．だからこそ，その

一性は，「根源的」と呼ばれているのである．（4）直観の多様の総合的一性は，多様二般の一性の超

越論的原理たる統覚によって可能である．しかしその総合的一性は，総合的一性である限り，統覚

　　　　・－－　警　¶　－　一　曜　・　・　・　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　・の二性と共に想像力の総合もまた不可欠の契機と七て「それ自身の内に含む」い5）総合的一性が総

合を前提するとはよまさ＼しくこのような意味で総合をご包含する」(einschlieBen)ということに他

ならない。したがって，直観の多様が純粋統覚に必然的に所属し，この関係においで純粋統覚の同

プ性が「すべての可能的直観の多様の総合的一性の原理」たり得べきだとすれば，この「統覚の超

越論的一性」は多様の「総合」に関係しなければならないいしか七「総合的一性がアプリオリに必

然的であるというのなら，総合の方もまたアプリオリな総合でなければならない。」(An8)ゆえ

に純粋統覚は，「純粋想像力」およびその「純粋総合」＼に関係しなければなちない。　　二　十

　「それゆえに，統覚の超越論的一性は,上一つの認識における多様のすべての合成の可能性のア

　プリオリな条件としての，想像力の純粋総合に関係する。」(Also bezieht siむb die transscenden-

　tale Einheit der Apperception auf die reine Synthesis der Einbildungskraft als eine Bedingung a

　priori der Moglilchkeit aller Zusammensetzung des Mann:igfaltigen in einer ErkenntniB.) (A 118)

これは，統覚の超越論的一性が想像力の純粋総合の「内に人うて来る」(hineinkommen)という

関係である。アプリオリに必然であるような総合的乙性が成立しうゐためには，想像力による純粋
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総合の「進行」(fortgehen)において，純粋統覚の「立ち留まる私」が，いわば終始一貫して立会

い，「何時も」「zu 」ederZeit)「現前」(gegenwartig)していなければならない。統覚の「面前で」

（Ｖｏr）（6）遂行される純粋総合は，この統覚の必然的同一性「のために」(wegen)必然的一性をも

たねばならない。多様一般の一性の超越論的原理たる純粋統覚は，純粋総合への関係における，「純

粋総合の必然的一性」(notwendige Einheit der reinen Synthesis)という形においてはじめて，「す

べての可能的直観における多様の総合的一性の原理」を「手渡す」（ａｎ die Hand geben)ことがで

きるのである。一般に対象め認識とは，直観の多様の総合的統一に存する。それゆえに，統覚を前

にしでの，想像力の純粋総合の必然的一性は，すべての認識の可能性の根拠をなす。ところでアプ

リオリに起こるような純粋総合は，「産出的総合」しかあり得ない。（7）

　　「それゆえ，統覚の面前における，想像力の純粋な（産出的）総合の必然的一性という原理は，

　すべての認識，ことに経験の可能性の根拠である。」（AISo ist das Principium der nothwendigen

　Einheit der reinen (productiven) Synthesis der Einbildungskraft vor der Apperception der Grund

　der Moglichkeit aller ErkenntniB, besonders der Erfahrung.) (A 118)

　「統覚を前にしての，想像力の純粋総合の必然的一性」(die notwendige Einheit der reinen Synth-

sis der Einbildungskraft vor der Apperzeption)は, empirischな認識たる経験も含めた認識一般の

可能性の根拠である限り，「超越論的な」意味をもつ。カントは，想像力のこの「超越論的な」「機

能」を，「想像力の総合の超越論的一性」(transzendentale Einheit der Synthesis der Einbildungskraft)

という語によって言い表す。「想像力の総合の超越論的一性」の概念を，カントは今度は「上から」

でなく，「下から」，つまり想像力による多様の総合の方から出立して解明する。

　　「ところで想像力における多様の総合は，直観の別を問わず，単にアプリオリな多様の結合以

　外の何ものにもかかわらぬ場合，これを超越論的と呼ぶ。そしてこの総合の一性は，統覚の根源

　的一性への関係においてアプリオリに必然的として表象される場合，超越論的といわれる。とこ

　ろで統覚の根源的一性は，すべての認識の可能性の根底に存するかぢ，想像力の総合の超越論的

　一性は，すべての可能的経験の純粋形式であり，したがって可能的経験のすべての対象もこれに

　よってアプリオリに表象されねばならない。」(A 118)

　カントは，想像力の総合に，超越論的なものとそうでないものとを区別し，その上で，超越論的

総合の一性についてさらに，超越論的なものとそうでないものとを区別するという手順を踏んでい

る。そうすると，想像力の超越論的総合の一性には，超越論的ではないようなものがあることにな

る。そのような一性とは一体何であろうか。これについては，後にまた論究することになるであろ

う。まず問題となるのは，超越論的総合である。「超越論的総合」(transzendentale Synthesis)とは，

一体どのような総合を指していうのか。　　　　・　・　　　　．　Ｉ　　　　　　　　　　・

　想像力における多様の総合を，超越論的なものとそうでないものとに区別する場合，その総合の

一性，統覚の一性の区別は考慮に入ってはいない。というのは，想像力の総合の一性が超越論的で

あるか否かの区別は，総合のその区別の上に立ってはじめてなされるからである。総合についてこ

の区別を行う際，考慮に上りうるのは，二つの観点だけである。すなわち，総合の働きそのものと，

総合されるべき多様とである。総合が超越論的であるのは，総合の作用そのものの性格によるので

あろうか。総合されるべき多様がどのようなものであれ，ともかく結合の働きがアプリオリに行使

されるとき，超越論的といわれるのか。しかし「アプリオリな結合」，「アプリオリな総合」とは一

体何の意味か。純粋総合とempirischな総合との相違はとこに求められるのか。　■　　■　　　　　■

　総合が「アプリオリに行使される」（A99）のは，「empirischでないような諸表象に関七て」（Ａ
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99）である。つまり，「総合は，多様がempirischにてなく，アプリオリに与えられているとき（空

間や時間における多様のように）純粋である。」（B103）そうすると，純粋総合とempirischな総

合のちがいは，総合されるべき多様が純粋であるか否かの相違に帰着することになろう。しかし問

題はむしろ，「アプリオリな多様の結合」をめざす総合は，何によって「超越論的」性格をもつのか，

という点にある。「アプリオリな多様の総合」という語において「アプリオリ」がどこに掛かるか

ということは,超越論的総合のもつ超越論的性格にとって，決定的な問題とはならないであろう。（8）

　総合はいかなる場合に超越論的ということができるか。「直観の別を問わず」(ohne Unterschied

der Anschauungen),「単に」（bloB）アプリオリな多様の結合以外の何ものにもにかかわらぬ場合

である。ここで「直観の区別」とは何を意味するのか。カントは，直観における「内的」と「外的」

との区別を考えているように思われる。　　　　　　　　　　　　　　　＝

　「直観の区別」が感性的直観一般の形式の相違を意味しえぬことは，明かである。なぜなら，第

一服の超越論的演鐸は，「われわれの感性」に関する超越論的感性論を前提し，「われわれの感性的

直観の形式」が空間と時間の二つ以外にはないという成果を前提しているからである。したがって，

「直観の仕方」(Art der Anschauung)は「無規定」(unbestimmt戸）ではなく，空間と時間を形式

とする「われわれの直観の仕方」(unsere Art der Anschauung)として規定されているのである。

したがってまた，想像力も，あくまでも「人間の魂の根本能力」(A 124)としての想像力であり，

われわれの感性に拘束された想像力なのである。

　また「直観の区別」は，もっぱら「純粋」と「empirisch」の区別りみを意味しているわけでは

ないであろう。というのは，「純粋」と「empirisch」との区別は，概念を含めた表象一般の起源に

関わるからである。「直観の区別」は，本来，われわれの感性的直観に固有の区別でなければなら

ないはずである。しかし，そのような区別は，われわれの「感官の区別」を意味するであろう。

　　「認識能力における感性（直観において表象する能力）は二つの部分をもつ。すなわち感官と

　想像力である。…しかし感官はさらに外的と内的とに区分される。」（Ⅶ153)　　　　犬

　自然に関する「論」（Lehｒｅ）は，「われわれの感官の主要な相違」（IV468）に従って，二つの主

要部分に区分される。外感の対象たる物体に関する「物体論」と内感の対象たる魂にかかわる「霊

魂論」である。自然は，質料的な意味では「感官の対象の総括」であるが√「感官の対象には二様

しかない」（B874）のである。

「直観の区別」というとき，カントの念頭には，おそらくこのような「感官の区分」，したがって「感

官の対象の区分」，外的現象と内的現象，外的経験ど内的経験との区別，したがってまた「物体的

自然」と「思惟的自然」との区別があったと思われる。超越論的総合は一つの純粋総合である。し

かし超越論的総合が，単なる純粋総合以上のものであるのは，それが，外的であるか，内的である

かを問わず，すべての現象一般の結合の根底に存するような，そういう「アプリオリな多様の結合」

を目指すからに他ならない。そのような超越論的総合はいかなる総合なのか。それは，時における，

時の総合である。

　すべての表象は，外的な物を対象とするか否がにかかわりなく／‾心の諸規定」としては内的状

態に属する。（1o）したがって表象はすべて，「心の変様としては内感に属する。」（A99）内感は，そ

の内にわれわれのすべての表象が含まれている，「表象の総括」である。(11)しかるに内感のアプリ

オリな形式は，時である。ゆえに「すべての感性的直観は，表象としては純粋な内的直観つまり時

に属する」（A123f.）（12）したがってわれわれの感性的直観のすべての「連結」および「統一」は，

時の観点から，「時における」連結および統一として見なければならないのである。



　・｡-　・　・　一　甲　・　・　甲　・　－　－　－　¶　－　¶「統覚の根源的一性への関係においてアプリオリに必然的として表象される」（A118）（傍点筆者）

一性である。この一性そのものが超越論的総合から出て来るのではないことは，明かである。それ

は，悟性が「想像力の総合に対して統覚への関係において根源的に付与する」(B296),そのよう

な総合的一性なのである。

　超越論的総合，および想像力の総合の超越論的一性の概念を確定した後，カントはこれらの概念

にもとづいて「悟性」および「純粋悟性」を規定し，これをもって「純粋悟性概念」の概念を画定
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　　「われわれのすべての認識は，結局，内感の形式的条件，つまり時に従属せしめられており。

　それらはことごとく，この時の内において秩序づけられ，連結され，関係の内にもたらされねば

ならない。」（A99）

　カントは，「超越論的総合トどいう語によって，内感の形式としての時を規定する働きを考えて

いたと思われる。この働きは，第二版の演縄においては，「内的触発」，「自己触発」として解明さ

れることになる。ところで超越論的総合の一性は，「統覚の根源的一性への関係においてアプリオ

引こ必然的として表象される場合，想像力の総合の超越論的一性といわれる。」(A118)ここから，

「想像力の総合の超越論的一性」力i,「時の超越論的規定」(transzendentale Zeitbestimmung)たる「超

越論的図式」の持つ一性であることが分かる。(13)このことは，想像力の総合の超越論的一性が，「可

能的経験のための認識の一性」(A116)つまり「経験の純粋形式」，「経験の一性」だとされること

からも明かであろう。 empirischな認識たる経験の一性は，「純粋悟性概念の図式においてのみ考え

られる」づB224)からである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　ペイトンは，超越論的一性をめぐるこうした煩雑な規定によってカントが何を意図しているのか

よく分からない，と言っている。(14)しかし，このような規定の仕方が必要だということは，「超越

論的な能力」(A94, 102, Vgl. A117f.)としての統覚と想像力の両者が，それ自体としては相互

に依存しておらず，もはや一方を他方から「説明」することができない，ということから説明でき

る。(15)一方において統覚は「根元能力」(Radicalvermｏｇｅｎ）（A114）であると言われ，他方にお

いて想像力は「根本能力」(Grundvermogen) (A 124)だとされる。しかし両者は，心の他の能力

から「導出する」(ableiten)ことのできない「根源的源泉」（A94）である。これは，超越論的演

縄の遂行に当たってのカントめ前提であり，こうした考え方は，「力」に関してわれわれ人間は「唯

一の根本力」一:たとえばヅオルフの言うような「宇宙を表象する魂の表象力」-というようなも

のを案出することは許されぬ,という一般的前提のうちに根拠をもっているのである。「統覚の一性」

は，われわれの表象のすべての多様の一性の根拠として，これらの表象の「集合的一性」(collective

Einheit) (A 1171卜を可能とする。しかしそれは，想像力の超越論的総合そのものを可能にするの

ではない。同様に，「想像力の超越論的総合」は，「多様のあらゆる合成の可能性の条件」であり，

あらゆる総合を可能ならしめる根拠である。しかしそれは，「統覚の一性」そのものを可能にする

わけではない。両者は相互に独立している。しかしながら両者は，直観の多様の総合的一性という

形で成立する「対象の認識」を可能ならしめるためには，必ず結び付かねばならない。「想像力の

総合の超越論的一性」とはまさしく，根源的能力である「純粋統覚」と「純粋想像力」とが，対象

の認識の可能性の諸根拠として相会するところに発揮される「超越論的機能」である。これをカン

トは，「想像力の超越論的機能」(transzendentale Funktion der Einbildungskraft)と呼ぶのである。

Q!定は，「超越論的総合」の規定にもとづいてなされる。「想

　　　　　ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝまでも想像力の超越論的総合の一性である。したがってそれ

「想像力の総合の超越論的一性」の規定は，

は当然，超越論的総合の契機を含んでいる。しかしその

像力の総合の超越論的一性」は，あく

消されず，それ以上のものを含む。

でいる。しかしその超越論的一性は超越論的総合の働きには解

それは統覚を前にしての，純粋総合の「必然的一性」であり，
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する。これは同時にカテゴリーの「客観的妥当性」の証示となる。

　■*%>■*・ＳＳ・ゝゝ・ Ｓ
･･Ｓ ゝゝＳＩＳゝゝゝ

｢想像力の総合への関係における統覚の一性は悟性である。そしてその同じ一性は，
　> > % ■≫

想像力の

　超越論的総合への関係においては純粋悟性である。ゆえに，悟性の内には，すべての可能的現象

　に関する想像力の純粋総合の必然的一性を含んでいるような，純粋なアプリオリな認識がある。」

　(A119)

　「すべての可能的現象に関する，想像力の純粋総合の必然的一性を含むような純粋なアプリオリ

な認識」(reine Erkenntnisse a priori, welche die nothwendige Einheit der reinen Synthesis der Ein-

bildungskraft in Ansehung ａ!lermoglichen Erscheinungen enthalten.)とは，すでに明かなように，

超越論的総合の一性が「統覚の根源的一性への関係においてアプリオリに必然的として表象される」

（ｉｎBeziehung auf die ursprungliche Einheit der Apperception als a priori nothwendig vorgestellt)場

合の一性，つまり「想像力の総合の超越論的一性」である。この「表象」(Vorstellung)は，純粋

総合が純粋統覚への関係において「一般的なものとして表象される」(allgemein vorgestellt) (B104)

ところに成立するものであり，「この純粋総合に一性を与え，もっぱらこのような必然的な総合的

一性の表象に存する諸概念」(B104),こうしたたぐいの「総合の純粋概念」（B106）こそ，「純粋

悟性概念」と呼ばれるべきものである。

　「しかるに，これはカテゴリーである，すなわち純粋悟性概念である。」(A119)カントはこう言

うことによって，「純粋悟性概念の超越論的演縄」め目標を達成している。というのも，「可能的経

験およびその対象の純粋なアプリオリな条件」（A96）を表現する概念が「カテゴリー」として同

定されたからである。かくして人間のempirischな認識力は，必然的に，「直観，および想像力に

よるその総合を介してのみ」ではあるが「感官のすべての対象に関係するような悟性」,すなわち「純

粋悟性」をもつ。というのも，悟性は，「総合の純粋概念」つまりカテゴリーを「アプリオリにそ

れ自身の内に含む」ことによって「純粋悟性」と言い得るからである。（B 106)したがってすべて

の現象は，「可能的経験のための所与」(Data zu einer moglichen Erfahrung) (A 119)である限り

において，「可能的経験の純粋な条件を含む，そのような純粋悟性の下に立つ」(A 119)ことになる。

他方，現象の，可能的経験へのこの関係も同様に必然的である。なぜなら，もしこの関係がないと

したら，われわれは現象によってまったくいかなる認識ももたぬことになり，現象は↓われわれに

とって何の関わりもないということになるからである。以上のことから二つの帰結が出て来る。す

なわち，（1）純粋悟性は，カテゴリーを介してすべての経験の形式的かつ総合的な原理であること，

（2）現象は，そうした純粋悟性への必然的関係をもつこと，である。これは，現象は，「単なる直観」

(bloBe Anschauung)としては感性の主観的形式に従わなければならないのと同じように，「経験に

おいて」は，「悟性の諸機能」(B122)に，結局は「思惟の諸機能」（B 123トに必然的に「包摂」

されねばならない，ということを意味している。

　　「悟性のカテゴリーがわれわれに対して，その下で対象が直観において与えられる条件を表す

　というようなことは全くない。したがって対象は，必ずしも悟性の機能に関係しなくても，われ

　われにとってもちろん現象し得る。」(B122)

　なぜ現象は必然的にカテゴリーに関係しなければならないのか，この，「感性の領野では出会わ

なかった困難」，すなわち，純粋悟性概念の超越論的演鐸にまつわる「不可避の困難」(B121)丿は，

ここに解決をみたことになる。

　以上の「上からの演鐸」により，純粋悟性概念の「根源と真理性」（A128）が証示された。この

演鐸の行程を辿れば分かるように，「想像力の総合の超越論的一性」と「カテゴリー」とは，同じ
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ものである。というのも，純粋悟性概念の超越論的演鐸は，まさしくこの両者を同定することをも

って完結するからである。しかしカントはなぜ，このような概念を用いてカテゴリーという概念を

押えなければならなかったのか。その理由は，アプリオリな概念は経験の可能性のアプリオリな条

件として認識されねばならないという，演鐸遂行の原理にある。純粋悟性概念は，概念としては，

「単なる論理的機能」，つまり「概念のための論理的形式」（A95）（16）ではなく，対象にアプリオリ

に関係する概念として，「アプリオリな認識」（A110）たるべきであるノしかし純粋悟性概念の「客

観的妥当性」を証明するためには，そうした「純粋なアプリオリな認識」が経験の形式を可能なら

しめるような「形式的認識」，つまり「経験の形式的原理」に他ならないことを示す必要があった

のである。カテゴリーは，経験の形式的原理であることが示されねばならない。ところで，「経験」

はレ現象の，規則に従った総合的一性として捉えられる。「経験の形式」は，現象の総合的一性の

規則に存する。それゆえ，カテゴリーを経験の形式の原理として示すためには，それを現象の総合

的一性の規則の根底に存するアプリオリな規則として示す必要がある。しかるにそのようなアプリ

オリな規ｍとは，現象の総合，すなわちempirischな総合が従属すべき必然的一性であり，これは

超越論的総合における必然的一性に他ならない。カテゴリーを「想像力の総合の超越論的一性」と

いう形で押えなければならない必然性は，そこから明かであろう。以上のことは，また，第一版の

超越論的演鐸における「カテゴリー」が，われわれの感性的直観の条件を捨象した「純粋なカテゴ

リー」(reine Kategorie)ではなく，まさしくこの感性的条件を具備した「純粋悟性概念」であるこ

とを示している。「想像力の総合の超越論的一性」は，「純粋に悟性的」ではなく，悟性的であると

同時に感性的でもあるからである。

八

　上からの演鐸は，純粋統覚に始まって，統覚の一性の，想像力の総合への関係における一性，す

なわち想像力の総合の超越論的一性に達する。これは，現象に関するempirischな認識たる経験の

「悟性的形式」(intellectuelle Form) (A 129, B367)をなす。したがって, empirischなもの，現象

は，可能的経験の所与としては，必然的にこの超越論的一性の下に立たねばならない。カントは，

現象と悟性とのこのような「必然的連関」を，今度は「下から」，つまり「empirischなもの」から

始めることによって呈示しようとする。これは, Nr. 1 , 2 , 3で展開された「三重の総合」をその

根源から取り戻す反復的解釈である。直観の多様は，認識となるべき限り，同じ一つの自己意識に

属茫なければならない。「下からの演鐸」は，多様が統覚の一性に属するというこの「所属」の関

係が何処で可能となるか，その場所を突き止めることを狙いとする。

　われわれに与えられる最初のものは，現象である。「empirischな所与」である現象はしかし，「可

能的認識のための所与」（B 296)と七ては，意識との関係をもたねばならない。現象は「意識に結

合されている場合」，「知覚」といわれる。単なるempirischな表象としての現象は，知覚において

現実的となる。（1）しかし現象は多様を含むから，諸々の知覚は心においてそれ自体においては個

々ばらばらに出会われる。（2）知覚の多様は，単なる「受動的能力」としての「感官」においては，

「結合」を持ち得ない。（3）しかしわれわれのうちには，こうした多様を総合する「能動的能力」が

存在する。この能力を，今やカントは「想像力」と呼ぶ。カントの見方によれば，想像力は「知覚

そのものの必然的成分」である。（4）「感官は現象を知覚において表象し，想像力はそれを連合（お

よび再生）において表象する」(A 115)と言われた。しかし想像力はすでに，知覚そのものの成立

に関与しているのである。従来の心理学がこのことに想到しなかったのは，想像力の能力は再生に

限定されていると見たこと，感官は「印象」を把捉するのみならず，諸々の印象を「合成」して，
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対象の「形象」を成就すると考えたため分ある。しかしこうした合成のためには，「印象の受容性」（5?

の他にさらに「総合の機能」が要求される。そしてこの機能は，想像力に帰せられるべきものなの

である。「想像力」(Ein-bildungs-kraft)は, empirischな直観としての現象の多様を合成して，こ

れを「一つの形象の内へともたらす」（in ein B i l d bringen) (A 120トことを目的とする。しか

しそのためには，想像力は受容性を通して与えられる印象を，まずもって「自分の活動の内へ取入

れ」（A120）なければならない。諸知覚に即して直接に行使されるこような働きを，カントは「把

捉」と呼ぶ。 Nr. 1で語られた「把捉」が能動的能力たる想像力による働きに他ならないことは，

ここではじめて明言されるわけである。

　しかし多様を把捉するだけでは，形象や印象の連関は成立しない。そのためには，「心が一つの

知覚から他の知覚に移り行くとき，先の知覚を次に続く知覚のもとに呼び戻し，そのようにして諸

知覚の系列全体を現示する」(A121)ことが必要とされる。これは「想像力の再生的能力」(A121)

に帰せられる。けれども，諸表象の再生は何らかの規則に従っていなければならない。それは丿想

像力において一つの表象が別の表象とではなく，むしろこの表象と結合の内に入る」という規則，

表象の結合の一定の規則である。もし多くの表象が，ただ出会す(zusammen-gefaten)がままに，

互いに見境なく再生し合うならば，再生から一定の「連関」(Zsammen-hang)が生じることはない

であろう。このような「規則に従った再生の根拠」が通常，「連合」と呼ばれているものである。

再生の従う規則とは，「連合の法則」であり，再生の総合はその規則性に関しては連合にもとづく

のである。

　しかし連合の法則は単にempirischであり，あくまでも再生の「主観的」根拠にすぎない。（6）連

合およびそれの一性には，「客観的根拠」がなければならない。もし連合の一性に客観的根拠がな

いとしたら，把捉り総合は，ある一定の仕方で遂行されるのではなく，つねに別の仕方で行うこと

が可能であるという，そういう仕方で遂行されることになるであろう。しかしこれは，その総合に

は何らの必然性もなく，単に恣意的，偶然的なものにすぎないということを意味する。しかしそう

した総合からは，対象の認識は生じ得ないであろう。把捉の総合は，或る客観的根拠によって「強

要」(notigen) (B 242)されているのでなければならない。現象の連合の客観的根拠は，「親和性」

と名づけられる。（7）連合の客観的根拠としての親和性はそれ自身，「主観的根拠」に，しかし

empirischでなく，アプリオリな根拠にもとづく。それは，統覚の一性への関係における想像力の

超越論的総合，すなわち「想像力の超越論的機能」に他ならない。

　私に属すべきすべての認識に関して，私自身の意識，自己意識は一でなければならない。この「統

覚の一性の原則」(A 122, B220)に従うならば。

　　「すべての現象は徹頭徹尾，統覚の一性に一致するという，そういう仕方で心の内に入って来

　なければならない，すなわち把捉されねばならない。」（…mussen durchaus alle Erscheinungen so

　ins　Gemuth　kommen　Oder　apprehendirt　werden, daJi　sie　zur　Einheit　der　Apperception

　zusammenstimmen.) (A 122)

　しかしこのような「一致」(zusammenstimmen)は，現象の総合的一性のアプリオリな規則なく

しては不可能である。（8）こうしたアプリオリな規則は，現象の多様の総合における必然的一性，

つまり「想像力の総合の超越論的一性」としてのみ考えることができる。なぜなら，現象の多様，

可能的知覚の多様は，「把捉のempirischな総合を超越論的一性に従属せしめる働き」（A108），す

なわち「想像力の総合の超越論的一性」を介してのみ，統覚の超越論的一性に「適合する」

(zusammenschicken) (B 195f.)ことができるからである。

　「すべての表象は可能的なempirischな意識への必然的関係をもう。…しかしすべてのempirisch
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な意識は，超越論的意識つまり根源的統覚としての私自身の意識への必然的関係をもつ。ゆえに私

の認識においてすべての意識は私自身の意識に属するということは端的に必然的である。」（A

1171)これは，「アプリオリに認識されるような（意識の）多様の総合的一性」であり，その意味

で「客観的一性」である。それゆえに，「すべての(empirischな卜意識の，一つの意識（根源的統

覚の）における客観的一性は，すべての可能的知覚の必然的条件ですらある。」（A123）「連合」

（狗印麗心chaftung)の根拠たる「親和性」(Verwand tschaft)は，すべての現象が「可能的知覚」

としては，「私自身の意識」に所属するという「統覚の共同」(Gemeinschaft (communio) der

Apperception) (B261)に基づいており，この「共同」を可能ならしめるのが，心の「共通の機能」

(eemeinschaft配加ＦｕnCtｉｏｎ）（A109）たる「総合の一般的機能」に他ならない。現象の多様が同じ

一つの意識に，「可能的自己意識全体」(A 113)に「所属」(gehoren, angehoren)するということ

は，現象の多様はその総合的一性のアプリオリな規則の下に立つという，規則への「従属」(stehen

unter)によって可能である。それゆえに「すべての現象の親和性は，アプリオリに規則に根拠づ

けられているような，想像力における総合の必然的帰結である。」(A 123) Nr. 2では行き届いた仕

方では究明されずに終わった親和性の根拠は，今や統覚の超越論的一性と想像力の超越論的総合の

関係から解明されたのである。

　想像力は，単にempirischな再生的総合の能力であるにとどまらず，「アプリオリな総合の能力」

(A 123)でもある。そのような能力である限り想像力は「産出的想像力」と名付けられるノそしこ

の産出的想像力が。

　　「現象のすべての多様に関して，現象の総合における必然的一性以外の何ものも意図しない限

　り，この必然的一性を想像力の超越論的機能と名づけることができる。」（…so fern sie くsc.pro-

　duktive Einbildungskraft〉in Ansehung alles Mannigfltigen der Erscheinung nichts weiter, als die

　nothwendige Einheit in der Synthesis derselben zu ihrer Absicht hat, kann diese die transscenden-

　tale Function der Einbildungskraft genannt werden.) (A 123)

　下からの演鐸は，現象から出発して，把捉，再生，連合，親和性と進んで行き，連合の客観的根

拠としての親和性の根源を，われわれの心の主観的源泉に，想像力の超越論的機能の内に，見届け

るところにまで達した。以上の演鐸の行程から明かになるのは,=「この想像力の超越論的機能を介

して現象の親和性すら可能となり，それと共に連合が，そして連合によって法則に従った再生が，

それゆえに経験そのものも可能となる」(A 123)ということである。カントは想像力の超越論的機

能の「媒介」機能を逆に「上から」みることによって，さらに詳七く説明する。

　すべての意識は一つの純粋統覚に属する。

　　「ところで純粋想像力の機能を悟性的にするためには，この純粋統覚が純粋想像力に加わって

　来なければならない。というのは，想像力の総合はアプリオリに行使されるにしても，それ自体

　＼においてはやはりつねに感性的だからである。なぜなら，想像力の総合は，直観において現れる

　という，そういう仕方でしか多様を結合しないからである。」(A 124)　　　　　　　　　　　コ

　したがって，純粋総合は，「想像力の単なる作用」（B 103）と見られる限り，いまだ本来の意味

での認識を与えない。その総合はなるほど「不可欠の機能」ではあるが，いまだ概念，したがって

認識をもたらすわけではない。「悟性に属する概念」は，直観の多様が「純粋に悟性的な」統覚の

一性へ関係するところににみ生ずる。しかしながら，そのような「関係」は，あくまでも「感性的

直観への関係における想像力を介してのみ」(A 124)成り立つのである。それ自体においては「感

性的」な純粋総合の機能は，純粋統覚が加わることで「悟性的レにされる。感性的であると同時に
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悟性的でもある，想像力のこうした機能を介してはじめて，多様の，統覚の一性への「所属」の関

係が成立することは，ここに明かである。（9）かくしてわれわれは，「すべてのアプリオリな認識の

根底に存するような，人間の魂の一うの根本能力」(A 124)としての純粋想像力を持っていること

になる。

　　「純粋想像力を介してわれわれは，一方においては直観の多様を結合の内へもたらし，他方に

　おいてはその多様を純粋統覚の一性の条件との結合の内へもたらす。二つの両極端，つまり感性

　と悟性とは,想像力のこの超越論的機能を介して必然的に連関しなければならない。」(Vermittelst

deren〈sc. der reinen Einbildungskraft〉bringen wir das Mannigfaltige der Anshauung einerseits

　mit der Bedingung der nothwendigen Einheit der reinen Apperception andersをitsin Verbindung.

　Beide auJierste Enden, namlich Sinnlichkeit und Verstand, mussen vermitthest dieser transscen-

　dentalen Function der Einbildungskraft nothwendig zusammenhangen.) (A124)

　行き方を異にするとはいえ，下からの演樺も「上からの演鐸」と同様に，感性と悟性との，した

がって現象と悟性との「必然的連関」が想像力の超越論的機能を媒介にして可能であることを明か

にした。しかしこの超越論的機能とカテゴリーとの関係が明かにならない限り，「下からの演鐸」

は演鐸として完結しない。このつながりは，経験および経験の「empirischな要素」たる「三重の

総合」の概念によってつけられる。　　　　　　　　　　　　　　／

　すでにカントが示したように，経験は「想像力の超越論的機能」によって可能である。すなわち，

「想像力の超越論的機能を介して現象の親和性すら可能となり，それと共に連合が√そして連合に

よって法則に従った再生が，それゆえに経験そのものも可能となる」(A 123)のである。「現実的

経験は，現象の把捉，連合（再生），再認からなる。」これら三重の総合は経験のempirischな要素

を成している。第三の最後の要素たる「再認」は√「再生」の総合への関係における意識の一性に

存する。意識のこの一性は，すでに見た通り，「連合の一性」に，したがって「親和性」に基づい

ていなければならない。しかしこの親和性それ自身も，想像方の超越論的総合への関係における統

覚の超越論的一性の内に根拠をもつ。しかるにこのような一性は，「想像力の総合の超越論的一性」，

すなわち「想像力の超越論的機能」であり，「カテゴリー」と名づけられたものに他ならない。し

たがってイ現実的経験」は，再認という要素の中に√「経験の形式的一性，それと共にempirisch

な認識のあらゆる客観的妥当性（真理性）を可能ならしめるような，そういう諸概念を含む。」（A

125)

　　「多様の再認のこうした諸根拠は，単に紐験一般の形式に関わる限り，かのカテゴリーである。」

　(A125)

　「下からの演鐸」はこうして，再認の総合の根底に「想像力の超越論的機能」を認め，これを「カ

テゴリー」として確認することをもって終わる。

　　「それゆえに，想像力の総合におけるすべての形式的一性は，カテゴリーに基づく，またこれ

　を介して，下って現象に至るまでの，想像力のすべてのempirischな使用（再認，再生，連合，

　把捉における）の形式的一性も，カテゴリーに基づく。というのは，現象はそうした諸要素を介

　してのみ，認識に，総じてわれわれの意識に，したがってまたわれわれ自身に所属し得るからで

　ある。」(A 125)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未完）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ註ニ　　　　　　　＼　　　　　ニ

　Vgl. B863.　　　　　　　　＼　　　　　　　　ノ　　　　　　　Ｔ

　B350. Vgl. B863.　　　＼　　　　　　　　　　　　　・・・　･.･　..　・.･.･　　　　.･　　　　　　　.・

　ライプッツ＝ヴォルフ学派においては，「感性」は単に物を混乱した仕方で表象する能力として七か

捉えられていない．感性と悟性とのちがいは，表象の判明度の相違という論理的区別にすぎない．しか

しかンドは，感性と悟性とを表象の全く相異なる源泉と見る．それゆえに両者の区別は，単に論理的で

はなく，超越論的である．　　　　　　　　　＼　　　：‥‥‥゛し　　　.・・・・.　･･・　　　　.･

　VLVlf.;XXVIII 262, 584, 672.ト　　尚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　RR 202, 204, 208, 212‘,”を2り.XXVIII 672.　　　十　　＼.･.･　　　　　　　　　　　　　　　　･.

　Vgl. B52, B7:5, B165, B 129.　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　１　　十　　　　　　　　　　，

　Vgl. XXVIII 230し235, 239, 672, 701f, 473, 737, RR 223, 225, 229.　　　　　　　＼　　　　　　　　　上

　Vgl.Ⅶ167,χχVIII 585, 673, 7011 XVIII 618, 619.　　　　し　　　十

　ＸＸＶ!II2611, 671f., 674, 737.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　Vgl.Ⅶ177.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ

　Vgl. RR 314, 342.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

一一

ｖｇしR 5923, XX 273.

Vgl, B 267, 269.

Vgl. 194f.

Vgl. B298, A 245.

Vgl. B196.

Vgl. B 1251

Vgl. B137, Ⅶ138,χχ 220.

㎜　　　　　　　　　　　　　　　｡　　　　　　　・　　　　　　I　　　　　■　　　■

Vgl. A 99, A129, B63, B 178, B519.｡Modifikation”は｡.Affektion”と関係する。Vgl. B93, B309.

Ｖボ.B50, B 194.　　　　　　　　　　　　　　＼

時は「内感の多様の形式的条件」と七て「すべての表象の連結の条件L」である。(B177)ニ

　　　四　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

(1 ) Vgl.･B40, B377△　　　　ユ　　　　　　　　　＼　＼ト。　　　　　　　　　　　　：　。・

(2) B33, B75.　　　　　　　　　　尚　　●●●●●●　　●●●　●●　　　　　　　　　　　　　　　　●●●

(3) Vgl. A120レヶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　‥　　　　　　〉

(4 ) XXVIII198 :「人間はきわめて小さな集合ですら,五/つ,の線ですら一挙には洞察できない,犬定立の作用

　の繰り返しによってのみ洞察できる｡j Vgl. 11397, R4079.　j　　　ダ

( 5 ) Vgl. Baumgarten, Metaphysica,§76.△　　■　■■　■■　■・　　　■･　　J　　十　　■　　　　I　・　　■

( 6 ) Vgl. Baumgartem, Ｏｂ.cit.§§72, 73.　　　　　　一　　　　　十　　　十

( 7) R 5309レ　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　丿　　　　　　　　　　　　　犬

(8) RR 5732, 5726, 5850.　　　　　　　犬　　　　　　　＝　　･･　　/

（9）U 399. quantumとしての空間と時間を悟性の立場からみる場合，空間と時間は，一つのcompositum

　　と見なされる他ない。 compositumは，悟性によしって考えられる限り，「単純な部分」から成っているの

　　でなければならない。しかしながら，直観としての空間ﾉと時間は単純な部分からしすなわち絶対的一性

　から成っているのではない。空間，時間のいかなる部分も再びまた空間，時間である，つまり＝つの量

　　である。これにし，空間と時間の「連続性」を意味するいぞこからカントは，点と瞬間は空間と時間の「部

　　分」ではなく，「限界」(Grenze)であると言う。(Vgl. II405√B39, B211, B 466/468.)カントは演鐸の

　　この箇所では，「連続の合成」の問題には立ち入らな」いように論議を進めているように見える。ちなみに，

　　空間と時間の連続性は，カントにとって，すでに早い時期から疑い得ない事柄であった。　　　　　‥
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（10）しかしなから，「事象性(Realitat)め，量の概念との結合にの量は内包的である），つまり事象性の

　絶対的一性は量をも:つ。しかし，事象性をもたずして絶対的一性であるようなもの「点卜は，量をもた

　　ない｡」(R 6338 a )これは，「瞬間的把捉」によって捉えられる，感覚に対応する事象性は，絶対的一

　　性ではあるが，なお量レつまり「内包量」をもちうるということである。Vgl. B 209f.　　　　　上

申卜B50, B226.　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　一一　犬

(12) B224f., B226.　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　上　　　　　　　　　　　　∧

(13) Vgl. A120, XXVIII 2351, R255.　　十　　　　　　　：　　　　　　　　犬　　　　　　　ト

(14) Vgl. B225, B234, B235, B246や「直観における」把捉の総合はつねに継起的である。なゼなら，それ

　　は感官が呈示する多様に差し向けられているからである。しかし把捉には,ト継起的でないものがある。

　　継起的把捉は，部分から全体的表象に向かって前進する。これに対して，「単なる感覚を介して一つの

　　瞬間において起こり，多くの感覚の継起的総合によっておこるのではなく，したがって部分から全体へ

　　行くのでぱない」，そういう把捉がある。これが「瞬丿間的把捉」(augenblichliche Apprehension)といわ

　　れるものである。（B210）　　　　　　し　　　　＼　　　　　丿　　　　　　　　　　＼　　①　　才六

(15)「感性論」においてカントは，千感性のこの純粋形式は,:またそれ自身純粋直観といわれるであろう」

　　(B34),と言っている，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　　六　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　し

（1）I Vgl. Baumgarten, Psychologia empirica,§579.　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　ダ　　＼

( 2 ) Vgl. B 182.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

(3) Vgl. B137fレ　　　　　　　　し　　　　　　ト　　　十一　　ﾄ　　　　　　＜

(4) Vgl.Ⅶ135, 137, B414f.,χχVIII341レ　　　　　　：　　・.・･.･　　　　　　･.･　　・.　　　・.・

( 5 ) Vgl. R1693, 1694△レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉

（6ﾄ) Vgl. B 390f.,XXIV 510, 701, 805レ　　　　　　　　　　ト　　　　，　　:

(7) B467f.　　　　　　　　　　　　　　　　上上　　　　　　　　　＼　　ニ

(8) Vgl. A123, B !39f.　　　　　　　　　　　　　　　　　　・･･.･.･.　.・　　　　　　　　.・

（9）対象とはわれわれの思惟の仕方に関して，すなわち，「判断の形式」レ「判断のための論理的機能」に

　　関してアプリオリに規定されているものである．このごとについでは，第二版の演縄の解釈を試みる際

　　に論究したい。　　　Ｉ　　　　　　　ト　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　＼　　　　　　し

(10) Vgl. B137.　　　　　　∧　　　　　　　　し　　　／　　　　　　　　　　　　一　　　　　……

巾）ニVgl. A106.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　上　▽　　　犬

（12）･　Vgl.B746, B 745..　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥

(13) Vgl.Iχ93, B757f.　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　十　　＜　　‥

(14)Ⅶ196.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

(15) R2834,Ⅸ91, XXIV 569f.,908レ．　　　　　　　　　　　　　　　　几

（16）ｖg1.Ⅶ196.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　＼十　　ト

(17) Vgl. 1X94.　　　　　　　　　　ト　　上’

（18）ｖｇレB5, Bll, B61.　　　　　　　　　　　　　‥　　‥‥‥‥‥‥＼　　　＼

（19）上Ⅸ93f.論理学においては，概念の/「源泉」，「内容」は問題にはならない．そこで問われるのは，与え

　　られた表象が思惟においていかにして概念となるかレつまりいかにして一般性という形式を得るか，と

　　いう「論理的起源」だけである．概念が表象としていかに発源するか，このような内容上の起源の問題

　は，超越論的探求に√したがづて「形而上学」に属する。Vgl. K94.　　　　　　万　　　　　　し＼

（20）Ⅸ92.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚　　　△

（21）「想像力によって結合脊れた多様の知覚における意識のempirischな一性」は，「概念およびその可能

　　性のために要求されるj Vgl. RR 5933, 5931, 5927, B 139fレ　　　＞
ｊ
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ぐ Vgl. B267.　　　　　　　十　　一犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

Vgl.Ⅶ134 Anm., B 140f.,B 161, XXVIII 654, 670f.,7121, 735f.,XX 270, 1142.　十

カントは「内感」とエ統覚」十とをきびしく区別する。Vgl. B153, B154,Ⅶ142, R224.

Vgl. A123, B291.　　　し　　　　　　　　　　　ヶ　　　　　　　　∧　＼

A 362.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
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(27)統覚のempirischな一性は，根源的ではなく，派生的(abgeleitet)である。Vgl. B 140.

(28) A 3811, B278, Vgl. B157.

(29) Vgl. A 245, B298.

(30) Vgl. B118, 180, 377, XXVIII 566, 907.

(31) Vgl. A114.

(32) Vgl. ff318.

(33) Vgl. A103f.,117 Anm., B414f.

(34) Vgl. B277f. A 381, B420.

(35)この事態は第二版の言葉でいえば,統覚の同一性，すなわち「分析的一性」(analytische Einheit)は「統

　　覚の総合的一性」を前提することによって可能である，というふうに言い表せるであろう。しかし第一

　　版では，「悟性的に全くアプリオリにカテゴリーの内に含まれている」(B162)ような「統覚の総合」

　　(Synthesis der Apperzeption)としての「統覚の総合的一性」(synthetische Einheit der Apperzeption)

　　という概念は，いまだ明確に確立されていない。「総合的一性」は，第一版においては，「われわれの感

　　性的直観」の多様の総合的一性としてのみ意味を持つ。だからこそ「総合的一性は想像力の総合を包含

　　する」(Vgl. A 118)といわれるのである。以上のことは，第一版の演縄の中で「超越論的一性」

　　(transzendentaleEinheit)が，「統覚の超越論的一性」と，「想像力の総合の超越論的一性」という二つ

　　の形をとって現れて来ざるを得ないことと不可分の関係にある。

（36）第二版では，想像力は「その悟性的総合の一性に関しては悟性に依存する」といわれる。（B 164)こ

　　れは，それ自身超越論的である，想像力の「形象的総合」(synthesis speciosa)は，超越論的一性を含

　　む純粋に悟性的な総合である「悟性的総合」(synthesis intelk?ctualis)に，つまり純粋な悟性概念に従う

　　ことによって「悟性的」(intelletuell)となる，ということを意味する。

(37) Vgl. B 181, BXVII.　　　　　　　　　　　つ

(38) Vgl. RR 5708, 5926, 5927, 5928, 5931, 5932.

（

（

（

（

　　　七

1）ＢＸＸＶＩｌｆ｡BXVIIIf. Vgl. B178, 298.

2) Vgl. B420.

3) Vgl. A123, 124, 130.

4) A118, Vgl. A108, A130,

5) Vgl. B 144f. :直観の表象された一性は「つねに直観のためにあたえられた多様な所与の或る総合をそ

　れ自身の内に含んでおり，すでにこの所与の，統覚の一性への関係を含んでいる｡」

6 ) Vgl. Heidegger. M.:Kant und das Problem der Metaphysik, 4. Aufl, S. 77, Gesamtausgabe, Bd. 25, 410ff.

7) Vgl. A121, 123.

8）デ・フレーシャウワーは，「直観の区別を問わず」ということを，アプリオリであれ，アポステリオ

　リであれ，何らかの内容を顧慮することなく，というふうに解する。そこから，総合を超越論的と呼び

　得るためには，すべての内容を捨象して，多様一般を結合するアプリオリな機能のみを見る必要がある，

　と言う。 Vgl. De Vleeschauwer, H.J.:La Deduction transcendentale dans l'oeuvre de Kant, Bd.
n, S, 338.

(9) Vgl. B145, B150.

(10) B 50, Vgl, B 74, B 242.

(11) B194, Vgl. B220.

(12) Vgl. A115f.

(13) Vgl. Bｖｎ

(14) Paton, H. J.:Kant" ｓ Metaphysic of Eχperience, Bd. I, s. 468.

(15) Vgl. XXIII 20.

(16) Vgl. A 2441

巾

(２)

八

Vgl. B521.

Vgl. B133, XVIII 386, R 5923.
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(3) Vgl. B 129f.

(4) Vgl. B160.

(5) B74, B93.

(6) Vgl. A112, B 142, B 152.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

(7) Vgl. A113,Ⅶ176f.

(8) Vgl. B195f.

(9) Vgl. B177 :「一方ではカテゴリーと，他方では現象と同種注の関係に立たねばならず，そうしてカテ

　　コリーの現象への適用を可能ならしめるような，第三のものがなければならないことは，明かである。

　　こうした媒介的表象は，純粋(empirischなものを全く含まない）＼でなければならず，しかも一方では

　　悟性的であり，他方では感性的でなければならない。超越論的図式とはそのような表象である｡」

(平成元年10月５日受理)

(平成元年12月27日発行)
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